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◇大和高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例

１ 改正の理由

極めて厳しい財政状況にかんがみ、月額報酬を支給する特別職の非常勤の職員の報酬額を更に

引き下げるための特例措置を設けるとともに、特別職の非常勤の職員に支給する報酬に係る併給

調整措置を設けるものです。

２ 改正の内容

（１） 次の非常勤特別職の月額報酬額について、現行の減額特例措置（△１５％）に更に５％

を上乗せした減額特例措置（△２０％）を行うこととします。

支給区分 月額報酬額 現行 改正後

委員長 136,000 円教育委員会

委員 94,000 円

委員長 69,000 円選挙管理委員会

委員 42,000 円

代表監査委員 136,000 円監査委員

委員 53,000 円

委員長 49,000 円公平委員会

委員 36,000 円

会長 63,000 円農業委員会

委員 53,000 円

△15％ △20％

（２） 次に掲げる報酬について併給調整措置を設け、その兼ねる職員として受けるべき報酬

を支給しないこととします。

ア 常勤の特別職の職員及び一般職の職員が、非常勤の特別職の職員を兼ねたときにその兼

ねる非常勤の特別職の職員として受けるべき報酬

イ 教育長に任命された教育委員会の委員が、教育委員会の委員として受けるべき報酬

ウ 議会の議員が他の非常勤の特別職の職員を兼ねたときにその兼ねる非常勤の特別職の

職員（監査委員を除く。）として受けるべき報酬

３ 施行期日

平成２２年４月１日

◇特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び大和高田市教育委員会の教育長の

給与等に関する条例の一部を改正する条例

１ 改正の理由

極めて厳しい財政状況にかんがみ、市長、副市長並びに教育長の給料月額及び期末手当の額を

減ずるための特例措置を３年間延長するとともに、市長及び副市長に支給する旅費に係る規定を

職員等の旅費に関する条例において規定するための整備を行うものです。

２ 改正の内容

給与月額及び期末手当の減額特例措置を平成２５年３月３１日まで３年間延長します。

３ 施行期日

平成２２年４月１日

◇一般職の職員の給与に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例

１ 改正の理由

人事院勧告により国家公務員の時間外勤務手当の支給割合が引き上げられたこと及び超勤代

休時間が新設されたことにかんがみ、本市においても同様の措置を講ずるものです。

２ 改正の内容

公布された条例のあらまし
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月６０時間を超える超過勤務に係る超過勤務手当の支給割合を、「１００分の１２５」又は「１

００分の１３５」から「１００分の１５０（午後１０時から翌午前５時までの間は１００分の１

７５）」に引き上げるとともに、その支給割合と本来の支給割合との差額分の支給に代えて正規

の勤務時間においても勤務することを要しない日又は時間（時間外勤務代休時間）を指定するこ

とができることとします。

３ 施行期日

平成２２年４月１日

◇大和高田市一般職の職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例

１ 改正の理由

極めて厳しい財政状況にかんがみ、一般職の職員の給与の額を減ずるための特例措置を３年間

延長するものです。

２ 改正の内容

給与の減額特例措置を平成２５年３月３１日まで３年間延長します。

３ 施行期日

平成２２年４月１日

◇大和高田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

１ 改正の理由

幼稚園教諭に支給する特殊業務手当を新たに設けるものです。

２ 改正の内容

幼稚園教諭が特別な時間に保育所又はこども園の業務に従事したときは、特殊業務手当を支給

することとし、その額を月額 3,900 円とします。

３ 施行期日

平成２２年４月１日

◇職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例

１ 改正の理由

特別職の職員で常勤のものに支給する旅費に関する規定をこの条例で規定することとすると

ともに、職員及び職員以外の者に支給する旅費に関する規定の整備を行うものです。

２ 改正の内容

（１） 次に掲げる事項について、規定の整備を行います。

ア 旅費の支給に関する事項

イ 旅行命令等の発令に関する事項

ウ 旅費の請求手続に関する事項

エ 日当、宿泊料その他の旅費に関する事項

オ 日額旅費に関する事項

（２） 次に掲げる事項について、新たに規定します。

ア 用語の定義

イ 任命権者以外の機関からの依頼等により旅行した場合の旅費

ウ 旅費喪失の場合における旅費

エ 同一地域に滞在する場合の日当及び宿泊料の計算及び日当の定額を異にする場合の日

当の計算並びに鉄道賃等の区分計算

オ 県内旅行に係る日当の原則不支給

カ 随行者の旅費及び新規採用に伴う事前研修等を受ける者に対する旅費の支給

３ 施行期日

平成２２年４月１日

◇大和高田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

１ 改正の理由

地方税法の一部改正に伴い、規定の整備を行うものです。

２ 改正の内容

（１） 介護納付金課税額に係る課税限度額の引上げ「９万円」→「１０万円」
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（２） ２割軽減措置の一律的実施

（３） 上場株式等に係る配当所得に係る課税の特例

（４） 長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る課税の特例

（５） 上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得との間の損益通算制度の創設

に係る特例

（６） 先物取引に係る雑所得に係る課税の特例

（７） その他所要の規定の整備

３ 施行期日

平成２２年４月１日。ただし、（６）については、平成２３年１月１日

◇大和高田市介護保険条例の一部を改正する条例

１ 改正の理由

委員の選任について柔軟に対処できるよう委員定数に係る規定を改めることにより、協議会の

円滑な運営を図ろうとするものです。

２ 改正の内容

協議会の委員定数を１６人以内とし、被保険者を代表する者、保健、医療、又は福祉の関係機

関等を代表する者、学識経験を有する者又は公益を代表する者から市長が委嘱することとしま

す。

３ 施行期日

平成２２年４月１日

◇大和高田市共同浴場条例を廃止する条例

１ 改正の理由

共同浴場を廃止するため、この条例を制定するものです。

２ 改正の内容

（１） 市内に３館ある共同浴場をすべて廃止します。

（２） 共同浴場の廃止に伴い改正する必要が生じた次の条例の一部改正を、この条例の附則

において行います。

・大和高田市水道事業給水条例（昭和３３年条例第１９号）

・大和高田市下水道条例（昭和５９年条例第２４号）

３ 施行期日

平成２２年４月１日

◇大和高田市都市計画審議会条例の一部を改正する条例

１ 改正の理由

委員の選任について柔軟に対処できるよう委員定数に係る規定を改めることにより、審議会の

円滑な運営を図ろうとするものです。

２ 改正の内容

審議会の委員定数を１３人以内とし、市議会の議員、学識経験者及び関係各種団体のうちから

市長が委嘱することとします。

３ 施行期日

平成２２年４月１日

◇児童ホーム設置条例の一部を改正する条例

１ 改正の理由

子どもの情緒の安定と事故防止を図る観点から、入所する児童が多くなった児童ホームの分割

を行うものです。

２ 改正の内容

高田児童ホームを高田第１児童ホームと高田第２児童ホームに、磐園児童ホームを磐園第１児

童ホームと磐園第２児童ホームに、陵西児童ホームを陵西第１児童ホームと陵西第２児童ホーム

に分割します。

３ 施行期日

平成２２年４月１日
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条例第１号

大和高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。

平成２２年３月１７日

大和高田市長 吉 田 誠 克

大和高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例

大和高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３５年条例第３５

号）の一部を次のように改正する。

第７条を第８条とし、第４条から第６条までを１条ずつ繰り下げ、第３条の次に次の１条を加える。

（重複報酬の禁止）

第４条 常勤の特別職の職員及び一般職の職員が非常勤の特別職の職員を兼ねるときは、その兼ねる

非常勤の特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。

２ 教育長に任命された教育委員会の委員に対しては、教育委員会の委員として受けるべき報酬は、

支給しない。

３ 議会の議員が他の非常勤の特別職の職員を兼ねるときは、その兼ねる非常勤の特別職の職員とし

て受けるべき報酬は、支給しない。ただし、監査委員を兼ねるときは、この限りでない。

附則第３項中「平成１９年度」を「平成２２年度」に改め、「、選挙管理委員会補充員」を削り、「、

農業委員会委員」を「及び農業委員会委員の報酬額は、同表に規定する額から、その額に１００分の

２０を乗じて得た額を減じた額とし、選挙管理委員会補充員」に改め、「固定資産評価審査委員会の委

員」の次に「、選奨審査委員会の委員」を加える。

別表第１中

「

を

」

「

に、

」

「

を

」

「

に改める。

」

別表第２中「第５条関係」を「第６条関係」に改める。

附 則

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。

条例第２号

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び大和高田市教育委員会の教育長の給

与等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

期日前投票所の投票立会人 日額 ９，６００円

期日前投票所の投票立会人 日額 ９，６００円

選奨審査委員会の委員 日額 ６，０００円

人権啓発推進協議会の委員 日額 １２，０００円

人権啓発推進協議会の委員 日額 １２，０００円

民生委員推薦会の委員 年額 ６，０００円

条 例
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平成２２年３月１７日

大和高田市長 吉 田 誠 克

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び大和高田市教育委員会の教育長の

給与等に関する条例の一部を改正する条例

（特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正）

第１条 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（昭和３４年条例第３号）の一部を

次のように改正する。

題名を次のように改める。

特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

第１条中「（以下「特別職の常勤の職員」という。）」及び「及び旅費」を削る。

第２条中「特別職の常勤の職員」を「「特別職の常勤の職員」」に改める。

第８条の２及び第８条の３を削る。

附則第３項中「平成２２年３月３１日」を「平成２５年３月３１日」に改める。

附則中第４項を削り、第５項を第４項とする。

附則第６項の前の見出し並びに同項及び第７項を削る。

附則第８項に見出しとして「（期末手当の特例）」を付し、同項中「平成２１年度」を「平成２４

年度」に改め、同項を附則第５項とする。

附則第９項を削る。

別表中「及び第８条の２」を削り、

「

を

」

「

に改める。

」

（大和高田市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一部改正）

第２条 大和高田市教育委員会の教育長の給与等に関する条例（昭和５５年条例第１４号）の一部を

次のように改正する。

附則第３項中「平成２２年３月３１日」を「平成２５年３月３１日」に改める。

附則第５項の前の見出し並びに同項及び第６項を削る。

附則第７項に見出しとして「（期末手当の特例）」を付し、同項中「平成２１年度」を「平成２４

年度」に改め、同項を附則第５項とする。

附則第８項を削る。

附 則

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。

条例第３号

旅費の額区分 給料月額

車賃

（１キロメート

ルにつき

日当

（ １ 日 に つ

き）

宿泊料

（１夜につき）

市長 ９８０，０００円 ３７円 ２，８００円 １４，０００円

副市長 ８１０，０００円 ３７円 ２，６００円 １３，０００円

区分 給料月額

市長 ９８０，０００円

副市長 ８１０，０００円
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一般職の職員の給与に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

をここに公布する。

平成２２年３月１７日

大和高田市長 吉 田 誠 克

一般職の職員の給与に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例

（一般職の職員の給与に関する条例の一部改正）

第１条 一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年条例第６３号）の一部を次のように改正する。

第９条中「ときは」の次に「、勤務時間等条例第８条の４第１項に規定する時間外勤務代休時間」

を加え、「第１３条の」を「第１３条に」に改める。

第１０条に次の３項を加える。

４ 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務（勤務時

間等条例第３条第１項、第４条及び第５条の規定に基づく週休日における勤務のうち市長が規則

で定めるものを除く。）の時間が１月について６０時間を超えた職員には、その６０時間を超え

て勤務した全時間に対して、第１項（前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規

定にかかわらず、勤務１時間につき、第１３条に規定する勤務１時間当たりの給与額に１００分

の１５０（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合は、１００分の１７５）

を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

５ 勤務時間等条例第８条の４第１項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、

当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する６０時間を超えて勤務

した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間

に対しては、当該時間１時間につき、第１３条に規定する勤務１時間当たりの給与額に１００分

の１５０（その時間が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合は、１００分の１７５）

から第１項に規定する市長が規則で定める割合（その時間が午後１０時から翌日の午前５時まで

の間である場合は、その割合に１００分の２５を加算した割合）を減じた割合を乗じて得た額の

時間外勤務手当を支給することを要しない。

６ 第１項及び第３項に規定する７時間４５分に達するまでの間の勤務に係る時間について前２項

の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第１

項に規定する市長が規則で定める割合」とあるのは、「１００分の１００」とする。

（職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正）

第２条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年条例第５号）の一部を次のように改正する。

第８条の３の次に次の１条を加える。

（時間外勤務代休時間）

第８条の４ 任命権者は、一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年条例第６３号）第１０条

第４項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、市長が規則で定めるところによ

り、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間（以下「時間外勤務代

休時間」という。）として、市長が規則で定める期間内にある第３条第２項、第４条又は第５条の

規定により勤務時間が割り振られた日（以下「勤務日等」という。）（第１０条第１項に規定する

休日及び代休日を除く。）に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

２ 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特

に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

第１０条第１項中「第３条第２項、第４条又は第５条の規定により勤務時間が割り振られた日（以

下この項において「勤務日等」という。）」を「勤務日等」に、「（休日」を「（第８条の４第１項の

規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日」に改める。

第１５条第３項中「（昭和３２年条例第６３号）」を削る。
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附 則

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。

条例第４号

大和高田市一般職の職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成２２年３月１７日

大和高田市長 吉 田 誠 克

大和高田市一般職の職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例

大和高田市一般職の職員の給与の特例に関する条例（平成１９年条例第７号）の一部を次のように

改正する。

第１条中「平成２２年３月３１日」を「平成２５年３月３１日」に改める。

附 則

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。

条例第５号

大和高田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成２２年３月１７日

大和高田市長 吉 田 誠 克

大和高田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

大和高田市職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和２７年条例第１４号）の一部を次のように改正

する。

第２２条の３を第２２条の４とし、第２２条の２の次に次の１条を加える。

第２２条の３ 前条に規定するもののほか、幼稚園教諭が特別な時間に保育所又はこども園の業務に

従事したときは、特殊業務手当を支給する。

２ 前項の手当の額は、１月につき３，９００円とする。

附 則

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。

条例第６号

職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成２２年３月１７日

大和高田市長 吉 田 誠 克

職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例

職員等の旅費に関する条例（昭和２７年条例第１３号）の一部を次のように改正する。

第１条を次のように改める。

（趣旨）

第１条 この条例は、公務のため旅行する職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し、他の

条例に特別の定めがある場合を除くほか、必要な事項を定めるものとする。

第１条の次に次の１条を加える。

（用語の定義）

第１条の２ この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１） 職員 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条第１項に定める職員をいう。

（２） 任命権者 市長、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会及び公平委員

会その他法令又は条例に基づき、任命権を有するものをいう。

（３） 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行することをいう。
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（４） 赴任 人事交流等により新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは

居所から勤務地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務地から

新勤務地に旅行することをいう。

（５） 扶養親族 職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

以下同じ。）、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持し

ているものをいう。

（６） 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生

計を一にしていた他の親族をいう。

第２条第１項中「出張した」を「出張し、又は赴任した」に、「旅費」を「、旅費」に改め、同条第

２項中「旅費」を「、旅費」に改め、同項第１号中「出張中」を「出張又は赴任のための旅行中」に、

「場合には当該職員」を「場合（当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。） 当該職員」に

改め、同項第２号を次のように改める。

（２） 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

第２条第３項中「前項第１号」の次に「の規定」を、「地方公務員法」の次に「（昭和２５年法律第

２６１号）」を加え、「場合は、同項」を「場合には、前項」に、「支給しない」を「、支給しない」

に改め、同条第４項及び第５項を次のように改める。

４ 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、

鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

５ 第１項、第２項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条

第３項の規定により旅行命令又は旅行依頼（以下「旅行命令等」という。）を変更（取消しを含む。

以下同じ。）され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、

当該金額のうち鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所

要の払戻し手続を取ったにもかかわらず払戻しを受けることができなかった額は、旅費として支給

することができる。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行についてこの条例により支

給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができ

ない。

第２条に次の１項を加える。

６ 第１項、第２項及び第４項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関

の事故等により概算払を受けた旅費額（概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることがで

きた旅費額に相当する金額）の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額のうち、次

に掲げる額を旅費として支給する。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができな

い。

（１） 現に所持していた旅費額（輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅

行について購入したもの（以下「切符類」という。）を含む。以下この条において同じ。）の全

部を喪失した場合には、その喪失した時以降の旅行を完了するため、この条例の規定により支給

することができる額

（２） 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた

旅費額（切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する額）を差し引いた額

第３条の見出しを「（旅行命令等）」に改め、同条第１項を次のように改める。

第３条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により任命権者又はその委任を受けた者（以

下「旅行命令権者」という。）の発する旅行命令等によって行わなければならない。

（１） 前条第１項の規定に該当する旅行 旅行命令

（２） 前条第４項の規定に該当する旅行 旅行依頼

第３条第２項中「出張命令権者」を「旅行命令権者」に改め、「場合」の次に「で、かつ、予算上

旅費の支出が可能である場合」を加え、「出張命令」を「旅行命令等」に改め、同条第３項中「出張
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命令権者」を「旅行命令権者」に、「出張命令を取消し、又は」を「旅行命令等を」に改め、「場合」

の次に「で、前項の規定に該当する場合には、」を加え、「第４条」を「次条第１項若しくは第２項」

に、「出張者」を「旅行者」に、「これを」を「、これを」に改め、同条に次の２項を加える。

４ 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更しようとするときは、旅行命令簿又は旅行

依頼簿（以下「旅行命令簿等」という。）に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行

者に提示してしなければならない。ただし、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭によ

り旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

５ 旅行命令権者は、前項ただし書の規定により旅行命令簿等を提示しなかった場合には、できるだ

け速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければな

らない。

第４条の見出しを「（旅行命令等に従わない旅行）」に改め、同条第１項中「出張者は公務上」を

「旅行者は、公務上」に、「出張命令に従って出張」を「旅行命令等（前条第３項の規定により変更

された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。）に従って旅行」に、「出張命令権者に出張命

令」を「旅行命令権者に旅行命令等」に改め、同条第２項中「出張者は前項の規定による出張命令」

を「旅行者は、前項の規定による旅行命令等」に、「出張命令に従わないで出張した後速やかに出張

命令」を「旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等」に改め、同条

第３項中「出張者が前２項」を「旅行者が、前２項」に、「出張命令の変更の手続をせず、又は申請」

を「旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請」に、「出張命令に従わないで出張」を「旅行命令等

に従わないで旅行」に、「出張者は、出張命令に従った限度の出張」を「旅行者は、旅行命令等に従

った限度の旅行」に改める。

第５条第１項中「出張者」を「旅行者」に、「する者」を「するもの」に、「書類を添えて」を「添

付書類を添えて会計管理者に」に改め、同項に後段として次のように加える。

この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費

額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支

給を受けることができない。

第５条第２項前段中「出張者は、当該出張を完了した後所定の期間内に当該出張」を「旅行者は、

当該旅行を完了した後５日以内に当該旅行」に改め、同項後段中「所定の期間内に」を「旅行者は

ただちに」に改め、同条第３項中「支出又は」を「支出し、又は」に、「出張者」を「旅行者」に、

「対し」を「対して」に、「旅費の額」を「旅費額」に改め、同条第４項を次のように改める。

４ 第１項の請求書及び必要な添付書類は、市長が定める。

第６条の見出し中「普通旅費」を「旅費」に改め、同条第１項中「普通旅費」を「旅費」に、「鉄

道賃（軌道及びバスを含む。以下同じ。）」を「、鉄道賃」に、「及び宿泊料」を「、宿泊料、移転

料及び扶養親族移転料」に改め、同条第２項及び第３項中「出張」を「旅行」に、「路程」を「、路

程」に、「運賃」を「運賃等」に改め、同条第４項及び第５項中「出張」を「旅行」に、「路程」を

「、路程」に改め、同条第６項及び第７項中「出張」を「旅行」に改め、同条に次の２項を加える。

８ 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、職員の職務の級に応じて支給する。

９ 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

第６条の２を削る。

第７条中「出張」を「旅行」に改める。

第８条の見出し中「出張」を「旅行」に改め、同条第１項本文中「出張日数」を「旅行日数」に、

「出張」を「旅行」に改め、同項ただし書中「天災」を「公務上の必要又は天災」に、「鉄道出張」

を「鉄道旅行」に、「水路出張」を「水路旅行」に、「陸上の出張」を「陸路旅行」に改め、同条第

３項中「出張」を「旅行」に改め、同条の次に次の３条を加える。

（同一地域に滞在する場合の計算）

第８条の２ 旅行者が同一地域（市町村の存する地域（都の特別区の存する地域にあっては、特別区
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の存する全地域をいう。）以下同じ。）に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到

着した日の翌日から起算して滞在日数１０日を超え３０日までは、その超える日数につき定額の１

割、滞在日数３０日を超える場合には、その超える日数について定額の２割、滞在日数６０日を超

える場合には、その超える日数について定額の３割に相当する額をそれぞれ定額から減じた額によ

る。

２ 同一地域に滞在中、一時他の地域に旅行した日数は、前項の滞在日数から除算する。

（日当の定額を異にする場合の計算）

第８条の３ １日の旅行において、日当について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方

の定額による日当を支給する。

（区分計算）

第８条の４ 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等

のため鉄道賃、船賃、航空賃、又は車賃（扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を

含む。）を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着する

までの分及びそれ以降の分に区分して計算する。

第９条第１項中「次の各号に規定する」を「次に掲げる」に改め、同項第２号中「出張については、

前号に規定する」を「旅行の場合には、前号の」に改め、同項第３号中「、教育長及び別表中医療職

給料表(１)の適用を受ける４級の職員」を「及び病院長」に、「よる出張については、第１号に規定

する運賃及び前号に規定する急行料金」を「より旅行する場合には、前２号に掲げるもの」に改め、

同項第４号中「出張の場合は、第１号に規定する運賃、第２号に規定する急行料金及び前号に規定す

る特別車両料金」を「旅行の場合には、前３号に掲げるもの」に改め、同条第２項及び第３項中「に

規定する」を「の」に、「出張」を「旅行」に改める。

第１０条第１項本文中「次の各号に規定する」を「次に掲げる」に、「さん橋」を「桟橋」に改め、

同項ただし書中「特別船室料金については、市長が予算上必要と認めるときは、」を「市長が予算上

必要と認めるときは、特別船室料金を」に改め、同項第１号中「出張」を「旅行」に、「中級の運賃」

を「中級の運賃。ただし、特別職の職員等については、上級の運賃」に改め、同項第２号中「出張」

を「旅行」に、「市長、副市長及び教育長が出張する場合は」を「特別職の職員等については」に改

め、同項第３号中「出張」を「旅行」に改め、同項第４号を次のように改める。

（４） 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前３号に規定する運賃のほか、

現に支払った寝台料金

第１０条第１項に次の２号を加える。

（５） 特別職の職員等が第３号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航

路により旅行する場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室

料金

（６） 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に掲げるものの

ほか、座席指定料金

第１０条第２項中「及び」を「又は」に、「出張」を「旅行」に「上級の運賃とする」を「最上級

の運賃による」に改める。

第１０条の２第２項中「出張」を「旅行」に、「支給する」を「、支給する」に改める。

第１１条第１項本文中「別表による」を「１キロメートルにつき３７円とする」に改め、同項ただ

し書中「実費額による」を「実費額とする」に改め、同条第２項を次のように改める。

２ 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第８条の４の規定により区分計算をする場合には、

その区分された路程ごとに通算して計算する。

第１１条に次の２項を加える。

３ 前項の規定により通算した路程に１キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

４ 定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行するのが通常の
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経路である場合には、その実費額を支給する。

第１２条第１項中「別表」を「別表の定額」に改め、同条第２項中「出張」を「旅行」に、「額に

よる」を「額とする」に改め、同条第３項中「出張」を「旅行」に、「前項」を「、前項」に改め、

同条に次の１項を加える。

４ 前３項の規定にかかわらず、奈良県内に旅行する場合は、日当を支給しない。ただし、公務上の

必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合は、この限りでない。

第１３条中「宿泊料は、別表」を「宿泊料の額は、別表の定額」に改め、同条に次の１項を加える。

２ 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に

より上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

第１３条の２ただし書中「、５万円」を「５万円」に改める。

第１３条の３及び第１４条を次のように改める。

（扶養親族移転料）

第１３条の３ 扶養親族移転料の額は、赴任を命ぜられた日における扶養親族１人ごとに、その移転

の際における年齢に従い次に掲げる額の合計額とする。

（１） １２歳以上の者については、その移転の際における職員の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃

の全額並びに日当及び宿泊料の３分の２に相当する額

（２） １２歳未満６歳以上の者については、前号に規定する額の２分の１に相当する額

（３） ６歳未満の者については、その移転の際における職員の日当及び宿泊料の３分の１に相当

する額（６歳未満の者を２人以上随伴するときは、１人を超える者ごとにその移転の際における

職員の鉄道賃及び船賃の２分の１に相当する額を加算した額）

２ 前項の規定は、赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から１年以内に扶

養親族を移転する場合に準用する。

３ 第１項の規定により扶養親族移転料を計算する場合において、当該旅費の額に１円未満の端数を

生じたときは、これを切り捨てる。

４ 職員が赴任を命ぜられた日において、胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、

扶養親族移転料の額の計算については、当該子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、

前３項の規定を適用する。

（日額旅費）

第１４条 第６条第１項に掲げる旅費に代えて日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当

該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて市長が指定するものとする。

（１） 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

（２） 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時旅行を必要とする職員の旅行

２ 前項の日額旅費の額は、市長が別に定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第

６条第１項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

第１５条中「職員が出張地」を「職員の旅行地」に、「前職」を「前職務」に改める。

第１６条中「前職」を「前職務」に改め、同条に次の１項を加える。

２ 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第１条の２第６号に掲げる順位により、同順

位者がある場合には、年長者を先にする。

第１７条第１項中「職員が公用の交通機関、宿泊施設等」を「旅行者が公用車」に、「出張」を「旅

行」に、「、通常」を「通常」に、「ときは」を「場合においては」に改め、同条第２項中「出張者」

を「旅行者」に、「出張することが、当該出張」を「旅行することが当該旅行」に、「当該出張」を

「当該旅行」に、「市長に」を「市長と」に改める。

第１８条中「職員」を「、職員」に、「前職」を「前職務」に改める。

第１９条の見出し中「在勤地内出張」を「市内旅行」に改め、同条本文中「在勤地内における出張」

を「市内における旅行」に改め、同条ただし書中「５キロメートル以上の出張」を「２キロメート
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ル以上の旅行」に改める。

第２０条を次のように改める。

（外国旅行の旅費）

第２０条 外国旅行の場合における旅費については、国家公務員の旅費に関する法律（昭和２５年法

律第１１４号）の例により、任命権者が定める額を支給する。

第２０条の２を削る。

第２１条を第２３条とし、第２０条の次に次の２条を加える。

（随行者の旅費）

第２１条 特別職の職員等、教育長、水道事業管理者又は市議会議員若しくは地方自治法第１８０条

の５に規定する委員会及び委員の随行を命ぜられた職員に対する旅費（日当を除く。）については、

これらの者の旅費額に相当する額を支給する。

（職員以外の者の旅費）

第２２条 職員以外の者が、旅行命令権者の依頼又は要求に応じ、新規採用に伴う事前研修等に出席

するため、又は講師、通訳等として公務の遂行を補助するため、一時その住所又は居所を離れて旅

行した場合には、その者に対し、旅費を支給することができる。

２ 前項の規定により支給する旅費の種類及び旅費額は、その採用すべき職務の級又はその職務の内

容を勘案し、その都度、任命権者が定める。ただし、その額は、この条例で定める基準を超えるこ

とができない。

別表を次のように改める。

別表（第１１条、第１２条及び第１３条関係） （単位 円）

区分 職別
日当（１日

につき）

宿泊料（１

夜につき）

１ 市長 2,800 14,000

２ 副市長 2,600 13,000

３ 医療職給料表（１） ５級 ４級 2,000 11,000

行政職給料表 ７級 ６級 ５級

教育職給料表（１） ４級 ３級

教育職給料表（２） ４級 ３級 ２級（園長）

医療職給料表（１） ３級

医療職給料表（２） ７級 ６級

４

医療職給料表（３） ６級 ５級

2,000 11,000

行政職給料表 ４級

教育職給料表（１） ２級９７号以上及び指導主事

教育職給料表（２） ２級１０９号以上及び指導主事

医療職給料表（１） ２級 １級

医療職給料表（２） ５級

５

医療職給料表（３） ４級

1,900 11,000

行政職給料表 ３級 ２級

教育職給料表（１） ２級９６号以下

６

教育職給料表（２） ２級１０８号以下

1,800 11,000
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医療職給料表（２） ４級 ３級 ２級

医療職給料表（３） ３級 ２級

７ 前各項に掲げる以外の職員及び臨時職員 1,600 11,000

附 則

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。

条例第７号

大和高田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成２２年３月１７日

大和高田市長 吉 田 誠 克

大和高田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

大和高田市国民健康保険税条例（昭和３２年条例第２０号）の一部を次のように改正する。

第２条第４項中「９万円」を「１０万円」に改める。

第１３条第１項中「第２１条第１項」を「第２１条」に、「同項」を「同条」に改める。

第２１条第１項中「９万円」を「１０万円」に改め、同条第２項を削る。

附則第２項中「第２１条第１項」を「第２１条」に改める。

附則第３項を次のように改める。

（上場株式等に係る配当所得に係る国民健康保険税の課税の特例）

３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第３

３条の２第５項の配当所得を有する場合における第３条、第６条、第８条及び第２１条の規定の適

用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、「同条第２項」とあるのは

「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所

得金額又は法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、第２１条

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の２第５項に規定す

る上場株式等に係る配当所得の金額」とする。

附則第４項から第６項までを削る。

附則第７項中「第２１条第１項」を「第２１条」に改め、「第３５条第１項」の次に「、第３５条の

２第１項」を加え、同項を附則第４項とする。

附則第８項中「金額」と、」の次に「「、第３５条の２第１項又は第３６条」とあるのは「又は第３

６条」と、」を加え、同項を附則第５項とする。

附則第９項中「第２１条第１項」を「第２１条」に改め、同項を附則第６項とする。

附則第１０項の見出しを削り、同項中「附則第３５条の２の６第７項の規定の適用を受ける」を「附

則第３５条の２の６第１５項の規定の適用を受ける」に、「前項」を「附則第６項」に、「附則第３５

条の２の６第７項の規定の適用がある」を「附則第３５条の２の６第１１項の規定の適用がある」に

改め、同項を附則第８項とし、第６項の次に次の１項を加える。

（上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に係る国民健康保険税の課税の特例）

７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第３

５条の２の６第１１項又は第１５項の規定の適用を受ける場合における附則第３項の規定の適用

については、同項中「上場株式等に係る配当所得の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得

の金額（法附則第３５条の２の６第１１項又は第１５項の規定の適用がある場合には、その適用後

の金額）」とする。

附則第１１項中「附則第３５条の３第１３項」を「附則第３５条の３第１１項」に、「第９項」を「第

６項」に改め、同項を附則第９項とする。
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附則第１２項中「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加え、「第２１条第１項」を「第２１条」に改

め、同項を附則第１０項とする。

附則第１３項を附則第１１項とする。

附則第１４項中「第２１条第１項」を「第２１条」に改め、同項を附則第１２項とする。

附則に次の２項を加える。

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例）

１３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約

の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。

以下「租税条約実施特例法」という。）第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等に係る

利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第３条、第６条、第８

条及び第２１条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第

２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税

法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約実施特例法」という。）第３

条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第３１４条の２第２項」と、

「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第３条

の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約実施特例法第３条の２の２第１０項に規定す

る条約適用利子等の額」と、第２１条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び

に租税条約実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額」とする。

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例）

１４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約

実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等に係る配当所得を有する場合にお

ける第３条、第６条、第８条及び第２１条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所

得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得

税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約実

施特例法」という。）第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第３

１４条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに租

税条約実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等の額の合計額（」と、同条第

２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約実施特例法第３条の

２の２第１２項に規定する条約適用配当等の額」と、第２１条中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当

等の額」とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。ただし、附則第１２項の改正規定（「事業所得」

の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。）は、平成２３年１月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の大和高田市国民健康保険税条例第２条第４項及び第２１条の規定は、平成２２年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、平成２１年度分までの国民健康保険税については、な

お従前の例による。

条例第８号

大和高田市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成２２年３月１７日

大和高田市長 吉 田 誠 克



平成２２年４月１２日（月） 大 和 高 田 市 公 報 第２５５号

18

大和高田市介護保険条例の一部を改正する条例

大和高田市介護保険条例（平成１２年条例第１６号）の一部を次のように改正する。

第１２条第２項中「の委員の定数は、次に定めるところによる」を「は、委員１６人以内をもって組

織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する」に改め、同項第１号中「委員 ４人」を「者」に

改め、同項第２号中「保健・医療・福祉」を「保健、医療又は福祉の関係機関等」に、「委員 ６

人」を「者」に改め、同項第３号中「者」を削り、「代表する委員 ２人」を「有する者」に改め、

同項第４号中「委員 ４人」を「者」に改める。

附 則

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。

条例第９号

大和高田市共同浴場条例を廃止する条例をここに公布する。

平成２２年３月１７日

大和高田市長 吉 田 誠 克

大和高田市共同浴場条例を廃止する条例

大和高田市共同浴場条例（昭和３９年条例第５８号）は、廃止する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。

（大和高田市水道事業給水条例の一部改正）

２ 大和高田市水道事業給水条例（昭和３３年条例第１９号）の一部を次のように改正する。

第１３条の２中「第４条」を「第５条」に改める。

第２９条の表備考中「及び大和高田市共同浴場条例（昭和３９年条例第５８号）による共同浴場」

を削る。

（大和高田市下水道条例の一部改正）

３ 大和高田市下水道条例（昭和５９年条例第２４号）の一部を次のように改正する。

第２５条第３項の表中「（共同浴場を含む。）」を削る。

条例第１０号

大和高田市都市計画審議会条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成２２年３月１７日

大和高田市長 吉 田 誠 克

大和高田市都市計画審議会条例の一部を改正する条例

大和高田市都市計画審議会条例（昭和４４年条例第１５号）の一部を次のように改正する。

第３条第１項中「学識経験のある者及び議会の議員につき、」を「市議会の議員、学識経験者及び

関係各種団体のうちから」に改め、同条第３項中「１５人以内」を「１３人以内」に改める。

附 則

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。

条例第１１号

児童ホーム設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成２２年３月１７日

大和高田市長 吉 田 誠 克

児童ホーム設置条例の一部を改正する条例

児童ホーム設置条例（平成１３年条例第４７号）の一部を次のように改正する。
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第２条の表中

「

を

」

「

に、

」

「

を

」

「

に改める。

」

附 則

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。

規則第１号

大和高田市消費生活センターの設置及び運営に関する規則を次のように定める。

平成２２年３月１０日

大和高田市長 吉 田 誠 克

大和高田市消費生活センターの設置及び運営に関する規則

大和高田市消費生活相談員設置に関する規則（昭和５１年規則第１号）の全部を改正する。

（設置）

第１条 市民の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するため、消費者安全法（平成２１

年法律第５０号）第１０条第２項の規定により、消費生活センターを設置する。

（名称及び位置）

第２条 消費生活センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称 位置

大和高田市消費生活センター 大和高田市大中１００番地の１（大和高田市役所内）

（業務）

第３条 大和高田市消費生活センター（以下「センター」という。）において行う業務は、次に掲げる

とおりとする。

（１） 事業者（消費者安全法第２条第２項に規定する事業者をいう。以下次号において同じ。）

に対する市民からの苦情に係る相談に応じること。

（２） 事業者に対する市民からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。

（３） 前２号に掲げる業務に付随する業務を行うこと。

（利用時間）

第４条 センターの利用時間は、午前１０時から正午まで及び午後１時から午後４時までとする。

高田児童ホーム 大和高田市大中東町３０３番地

高田第１児童ホーム 大和高田市大中東町３０３番地

高田第２児童ホーム 大和高田市大中東町３０３番地

磐園児童ホーム 大和高田市大字有井１番地

陵西児童ホーム 大和高田市大字池田３番地

磐園第１児童ホーム 大和高田市大字有井１番地

磐園第２児童ホーム 大和高田市大字有井１９番地

陵西第１児童ホーム 大和高田市大字池田３番地

陵西第２児童ホーム 大和高田市大字池田３番地

規 則
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（休日）

第５条 センターの休日は、次に掲げるとおりとする。

（１） 日曜日、水曜日及び土曜日

（２） 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

（３） １２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。）

（相談者等）

第６条 消費者として、苦情の処理等の相談（以下「相談」という。）を申し出ることができる者（以

下「相談者」という。）は、市内に住所を有する者とする。

２ 相談者は、直接の来訪又は電話若しくは文書により相談を申し出るものとする。

３ 相談の範囲は、次に掲げるとおりとする。

（１） 一般相談 商品とサービス全般に関すること。

（２） 苦情相談 商品の購入時又は使用時に生じた苦情に関すること。

（３） 買物相談 商品の選択、購入方法等に関すること。

（組織）

第７条 センターに所長、消費生活相談員その他の職員を置く。

２ 所長は、企画政策部広報情報課長をもって充てる。

（消費生活相談員）

第８条 消費生活相談員（以下「相談員」という。）は、消費生活に関し、専門的な知識及び経験を有

する者のうちから、市長が委嘱する。

２ 相談員は、地方公務員法(昭和２５年法律第２６１号)第３条第３項第３号に規定する嘱託員とし、

定数は４人以内とする。

３ 相談員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員のため新たに委嘱された相談員の任

期は、前任者の残任期間とする。

４ 相談員は、第３条各号に掲げる業務を行うものとする。

５ 相談員の勤務日及び勤務時間は、それぞれセンターの開所日及び利用時間とする。ただし、勤務

日の割振りについては、所長が別に定める。

６ 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

（報酬及び費用弁償）

第９条 相談員の報酬は、月額１３４，０００円を限度として、前条第５項ただし書の規定により割

り振られた相談員の勤務日数を勘案して所長が定める。

２ 月の中途で任用され、又は退職した場合におけるその月の相談員の報酬は、前項に規定する額を

日割りで算定した額とする。

３ 市長は、相談員が通勤のため交通機関等を利用し、又は自転車等の交通用具を使用したときは、

費用弁償として通勤費相当分を支給する。

４ 相談員の報酬の支給並びに費用弁償の額及びその支給方法は、大和高田市特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３５年条例第３５号）に定めるところによる。

（公務災害補償）

第１０条 相談員の公務上の災害及び通勤による災害に対する補償は、議会の議員その他非常勤の職

員の公務災害補償等に関する条例（昭和４２年条例第４号）の定めるところによる。

（相談の処理）

第１１条 相談員は、相談者からの相談を受けたときは、当該相談の内容を全国消費生活情報ネット

ワークシステム（ＰＩＯ－ＮＥＴ）に入力して処理するものとする。

２ 相談員は、相談の処理状況を市長に報告しなければならない。

（関係行政機関等への処理依頼等）

第１２条 前条の規定による相談の処理において、法令違反その他問題のある事案が発覚したときは、
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相談員は、関係行政機関等に処理依頼又は連絡するよう努めるものとする。

（庶務）

第１３条 センターに関する庶務は、企画政策部広報情報課において処理する。

（補則）

第１４条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現に大和高田市消費生活相談員設置に関する規則（昭和５１年規則第１号）

第３条の規定により相談員に委嘱されている者は、この規則の施行の日に委嘱されたものとみなす。

規則第２号

大和高田市訪問看護ステーション居宅介護支援事業の運営に関する規則を次のように定める。

平成２２年３月１１日

大和高田市長 吉 田 誠 克

大和高田市訪問看護ステーション居宅介護支援事業の運営に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令

第３８号）第１８条の規定に基づき、大和高田市が設置する大和高田市訪問看護ステーションが行

う介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項に規定する居宅介護支援の事業（以下「事

業」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

（事業所の名称及び位置）

第２条 事業を行う事業所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称 位置

大和高田市訪問看護ステーション 大和高田市礒野北町１番地

（事業の目的）

第３条 事業は、要介護状態又は要支援状態にあって介護支援が必要な高齢者等（以下「要介護者等」

という。）に対し、適正な居宅介護支援を提供することを目的とする。

（運営の方針）

第４条 事業に従事する職員は、要介護者等が居宅において、その有する能力に応じて自立した日常

生活を営むことができるよう配慮し、生活全般にわたる介護支援のサービスの提供に努めるととも

に、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健、

医療及び福祉のサービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう努めるものとす

る。

２ 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った事業を提

供するとともに、奈良県、関係市町村、地域包括支援センター及び介護保険施設並びに居宅介護支

援事業者その他地域の保健、医療及び福祉のサービスを提供する事業者（以下「関係機関等」とい

う。）との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

（職員の職種、員数及び職務内容）

第５条 事業に従事する職員は、次に掲げるとおりとする。

（１） 管理者（介護支援専門員の資格を有する職員） １人

（２） 介護支援専門員 ４人

（３） 事務職員 １人

２ 前項第２号及び第３号に掲げる職員は、臨時職員とすることができる。
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３ 職員の職務は、次に掲げるとおりとする。

（１） 管理者は、上司の命を受けて、事業の管理運営を統括し、所属職員を指揮監督するととも

に、事業に関する業務を処理する。

（２） 介護支援専門員は、上司の命を受けて、居宅サービス計画の作成等事業に関する業務を処

理する。

（３） 事務職員は、事業の運営に関し必要な事務を処理する。

（実施日及び実施時間）

第６条 事業の実施日は、次に掲げる日以外の日とする。ただし、市長が特に必要があると認めたと

きは、これを変更することができる。

（１） 日曜日及び土曜日

（２） 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

（３） １２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。）

２ 事業の実施時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までとする。ただし、市長が特に必要が

あると認めたときは、これを変更することができる。

（事業の内容等）

第７条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

（１） 利用者又はその家族からの日常生活全般に関する相談及び支援

（２） 利用者及びその家族の要望等を勘案した居宅サービス計画の策定

（３） 利用者の居宅を訪問すること及び指定居宅サービス事業者等と連絡することによる居宅サ

ービス計画の実施状況の把握及び再評価

（４） 要介護認定の申請に係る援助

（５） 前各号に掲げるもののほか、居宅介護支援の総合的かつ効率的なサービス提供のための便

宜の提供

（緊急時の対応）

第８条 職員は、事業の実施中又は事業の提供により利用者の病状の急変その他緊急の事態が発生し

た場合は、直ちに主治医及び上司に連絡し、その指示に基づき必要な措置を講ずるとともに、関係

機関、利用者の家族に報告しなければならない。

（通常の事業の実施区域）

第９条 通常の事業の実施地域は、大和高田市の区域とする。ただし、管理者が特に必要があると認

めた場合は、この限りでない。

（事業の提供が困難な場合の対応）

第１０条 職員は、利用者の病状、前条の実施区域等を勘案し、適切な事業を提供することが困難で

あると認めた場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の事業者の紹介そ

の他の必要な措置を講ずるものとする。

（利用料等）

第１１条 事業を提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額とし、当該

事業が法定代理受領サービスであるときは、無料とする。

２ 事業の提供に要した交通費（有料駐車場を利用した場合の駐車料金を含む。）については、別に定

めるところにより、その実費相当額を徴収する。ただし、第９条の通常の事業の実施区域において、

事業を実施した場合に限り、交通費（有料駐車場を利用した場合の駐車料金を除く。）は徴収しな

い。

３ 第１項の利用料及び前項の交通費の支払を受ける場合には、あらかじめ利用者又はその家族に対

して文書で説明した上で支払に同意する旨の文書に記名押印を受けなければならない。

（苦情処理）

第１２条 事業の実施に関する苦情が生じた場合に迅速かつ適切に対応するため、事業所に受付窓口
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を設置する。

２ 事業の実施に関する苦情に対する措置の概要については、事業所内での掲示その他市長が必要と

認める方法により、利用者又はその家族に周知するものとする。

（職員研修）

第１３条 管理者は、所属職員の資質の向上を図るため、次に掲げる研修を行うものとする。

（１） 採用時研修 採用後１月以内

（２） 継続研修 年１回以上

（秘密の保持）

第１４条 職員は、正当な理由がなく、その職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしては

ならない。その職を退いた後も、同様とする。

（補則）

第１５条 この規則に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行前に、居宅介護支援事業所の運営規程（平成１２年２月２３日市長決裁）の規定

によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

規則第３号

大和高田市訪問看護ステーション居宅療養管理指導事業の運営に関する規則を次のように定める。

平成２２年３月１１日

大和高田市長 吉 田 誠 克

大和高田市訪問看護ステーション居宅療養管理指導事業の運営に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚

生省令第３７号）第９０条の規定に基づき、大和高田市が設置する大和高田市訪問看護ステーショ

ンが行う介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第６項に規定する居宅療養管理指導の事業

（以下「事業」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

（事業所の名称及び位置）

第２条 事業を行う事業所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称 位置

大和高田市訪問看護ステーション 大和高田市礒野北町１番地

（事業の目的）

第３条 事業は、要介護状態又は要支援状態にあって居宅療養介護が必要な高齢者等（以下「要介護

者等」という。）に対し、適正な居宅療養管理指導を提供することを目的とする。

（運営の方針）

第４条 事業に従事する職員は、要介護者等が居宅において、その有する能力に応じて自立した日常

生活を営むことができるよう通院が困難な利用者の居宅を訪問し、利用者又はその家族に対する療

養上の相談、指導、支援等を行うことにより、利用者の療養生活の質の向上を図ることを目的とす

る。

２ 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った事業を提

供するとともに、奈良県、関係市町村及び地域包括支援センター並びに居宅介護支援事業者その他

地域の保健、医療及び福祉のサービスを提供する事業者（以下「関係機関等」という。）との綿密

な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
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（職員の職種、員数及び職務内容）

第５条 事業に従事する職員は、次に掲げるとおりとする。

（１） 管理者（保健師又は看護師の資格を有する職員） １人

（２） 看護職員（保健師、看護師又は准看護師の資格を有する職員） ４人以内

（３） 事務職員 １人

２ 前項第２号及び第３号に掲げる職員は、臨時職員とすることができる。

３ 職員の職務は、次に掲げるとおりとする。

（１） 管理者は、上司の命を受けて、事業の管理運営を統括し、所属職員を指揮監督するととも

に、事業に関する業務を処理する。

（２） 看護職員は、上司の命を受けて、事業に関する業務を処理する。

（３） 事務職員は、事業の運営に関し必要な事務を処理する。

（実施日及び実施時間）

第６条 事業の実施日は、次に掲げる日以外の日とする。ただし、市長が特に必要があると認めたと

きは、これを変更することができる。

（１） 日曜日及び土曜日

（２） 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

（３） １２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。）

２ 事業の実施時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までとする。ただし、市長が特に必要が

あると認めたときは、これを変更することができる。

（事業の内容等）

第７条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

（１） 利用者又はその家族からの介護全般に関する相談及び支援

（２） 居宅介護支援事業所の介護支援専門員等への居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供

（３） 利用者又はその家族に対する居宅サービス利用上の留意事項、介護方法の指導及び助言

（４） 前３号に掲げるもののほか、主治医の指示による療養生活の質の向上のための指導及び助

言

２ 前項第２号の情報提供を行う場合は、利用者の同意を得て行わなければならない。

（緊急時の対応）

第８条 職員は、事業の実施中に利用者の病状の急変その他緊急の事態が生じた場合は、直ちに主治

医及び上司に連絡し、その指示に基づき必要な措置を講ずるとともに、関係機関、利用者の家族に

報告しなければならない。

（通常の事業の実施区域）

第９条 通常の事業の実施地域は、大和高田市の区域とする。ただし、管理者が特に必要があると認

めた場合は、この限りでない。

（事業の提供が困難な場合の対応）

第１０条 職員は、利用者の病状、前条の実施区域等を勘案し、適切な事業を提供することが困難で

あると認めた場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の事業者の紹介そ

の他の必要な措置を講ずるものとする。

（利用料等）

第１１条 事業を提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額とし、当該

事業が法定代理受領サービスであるときは、当該算定した額の１割の額とする。

２ 事業の提供に要した交通費（有料駐車場を利用した場合の駐車料金を含む。）については、別に定

めるところにより、その実費相当額を徴収する。ただし、第９条の通常の事業の実施区域において、

事業を実施した場合に限り、交通費（有料駐車場を利用した場合の駐車料金を除く。）は徴収しな

い。
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３ 第１項の利用料及び前項の交通費の支払を受ける場合には、あらかじめ利用者又はその家族に対

して文書で説明した上で支払に同意する旨の文書に記名押印を受けなければならない。

（苦情処理）

第１２条 事業の実施に関する苦情が生じた場合に迅速かつ適切に対応するため、事業所に受付窓口

を設置する。

２ 事業の実施に関する苦情に対する措置の概要については、事業所内での掲示その他市長が必要と

認める方法により、利用者又はその家族に周知するものとする。

（職員研修）

第１３条 管理者は、所属職員の資質の向上を図るため、次に掲げる研修を行うものとする。

（１） 採用時研修 採用後１月以内

（２） 継続研修 年１回以上

（秘密の保持）

第１４条 職員は、正当な理由がなく、その職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしては

ならない。その職を退いた後も、同様とする。

（補則）

第１５条 この規則に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

規則第７号

大和高田市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次

のように定める。

平成２２年３月２６日

大和高田市長 吉 田 誠 克

大和高田市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例施行規則の一部を改正する規則

大和高田市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例施行規則（平成１１年規則第４９号）

の一部を次のように改正する。

第８条第３項に次のただし書を加える。

ただし、第１項第４号ただし書の規定により手数料を月払で徴収する場合は、この限りでない。

第９条第１項ただし書を削る。

第１４条中「法第７条第１１項」の次に「及び法第７条の２第２項」を加え、「ことができる」を

「ものとする」に改め、同条第１号から第３号までを削り、同条第４号を同条第１号とし、同条第５

号を同条第２号とし、同条第６号を同条第３号とする。

附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

告示第８号

大和高田市新型インフルエンザ予防接種費用助成要綱を次のように定める。

平成２２年２月９日

大和高田市長 吉 田 誠 克

大和高田市新型インフルエンザ予防接種費用助成要綱

告 示
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（趣旨）

第１条 この告示は、新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）ワクチンの予防接種（以下「予防接種」

という。）に要する費用を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

（助成対象者）

第２条 助成対象者は、予防接種を受ける日において、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）

の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者又は外国人登録法（昭和２７年法律第１２５

号）の規定により本市の外国人登録原票に登録されている者であって、国が定めた接種対象者のう

ち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、既に予防接種の標準的な接種回数に達し

ている者は除く。

（１） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による被保護者世帯に属する者

（２） 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による市町村民税が非課税である世帯に属

する者

（助成金の額）

第３条 助成金の額は、予防接種に要した費用に応じ、１回目が３，６００円、２回目が２，５５０

円（１回目と異なる医療機関で接種した場合は、３，６００円）の範囲内の額とする。

（助成申請）

第４条 助成対象者又はその保護者は、別に定める新型インフルエンザ予防接種自己負担金全額免除

証申請書に必要事項を記入し、市長に申請しなければならない。

（助成の決定）

第５条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成することが適当

と認めたときは別に定める新型インフルエンザ予防接種自己負担金全額免除証（以下「免除証」と

いう。）を、助成することが不適当と認めたときは別に定める新型インフルエンザ予防接種自己負

担金全額免除証申請却下通知書を交付するものとする。

（免除証の交付による助成）

第６条 前条の規定により助成の決定を受けた者（以下「助成決定者」という。）は、市と予防接種の

助成費用に係る代理受領についての委託契約を締結した医療機関（国と予防接種に係る業務につい

ての委託契約を締結したものに限る。以下「代理受領取扱医療機関」という。）において、免除証

を提出し、予防接種を受けるものとする。

２ 市長は、前項の規定により助成決定者が代理受領取扱医療機関で予防接種を受けた場合は、当該

代理受領取扱医療機関に助成金を支払うものとする。

（助成金の請求）

第７条 代理受領取扱医療機関は、予防接種を行ったときは、別に定める新型インフルエンザ予防接

種料金請求書に被接種者が提出した免除証及び予診票の写しを添付し、毎月分を取りまとめて翌月

の１０日までに助成金を市長に請求するものとする。

（代理受領取扱医療機関以外の医療機関で接種した場合等の助成）

第８条 市長は、助成対象者が緊急その他やむを得ない事由により代理受領取扱医療機関以外の医療

機関で予防接種を受け、又は第４条の規定による助成申請を行う前に予防接種を受けた場合であっ

て、既に予防接種に係る費用を支払っている場合は、当該助成対象者に助成金を交付することがで

きる。

２ 助成対象者又はその保護者は、前項の規定により助成を受けようとするときは、別に定める新型

インフルエンザ予防接種費用請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

（１） 予防接種に係る費用を支払ったことを証する領収証

（２） 自動車運転免許証、健康保険証等被接種者本人であることを確認できる書類（第２条第 1

号に該当する者は保護受給証明書）

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
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３ 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成することが適当と認

めたときは、当該請求者に助成金を交付するものとする。

（助成金の交付決定の取消し等）

第９条 市長は、助成対象者又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付

決定を取り消し、既に交付した助成金があるときは、当該助成金を返還させるものとする。

（１） 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受け、又は助成金の交付を受けたとき。

（２） この告示の規定に違反したとき。

２ 前項の規定により助成金の返還を求められた者は、直ちに当該助成金を返還しなければならない。

（委任）

第１０条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行し、平成２１年１０月１日から適用する。

告示第１５号

大和高田市交通指導員臨時職員の任用等に関する要綱を次のように定める。

平成２２年３月１０日

大和高田市長 吉 田 誠 克

大和高田市交通指導員臨時職員の任用等に関する要綱

（趣旨）

第１条 この告示は、交通指導員臨時職員の任用、支給、勤務時間その他の勤務条件に関して、必要

な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この告示において「交通指導員臨時職員」とは、次の各号のいずれかの法律の規定に基づき、

市長が臨時的に任用する者をいう。

（１） 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条第５項

（２） 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第６条第１項

（任用）

第３条 交通指導員臨時職員は、大和高田市交通指導員設置要綱（平成５年告示第９号）第３条に定

める任務の遂行に必要な能力を有する者でなければならない。

２ 生活安全課長は、人事課長と協議の上、任用の要否及び交通指導員臨時職員の勤務条件について、

任用予定日の１０日前までに市長の承認を得なければならない。

３ 任用の方法は、選考によるものとし、学歴、経験又は技能及び職務遂行能力の有無を考慮し、生

活安全課長が行う。この場合において、必要に応じて筆記試験、面接試験、実技試験その他の方法

を用いることができる。

４ 生活安全課長は、前項の選考により任用する者がいたときは、人事課長との協議の上、交通指導

員臨時職員任用書（様式第１号）により市長の承認を得なければならない。

５ 市長は、前項の承認をしたときは、交通指導員臨時職員任用通知書（様式第２号）を当該交通指

導員臨時職員に交付するものとする。

６ 前項の交通安全指導員臨時職員任用通知書には、当該任用が臨時的任用であり、かつ、正式任用

に対していかなる優先権もないものであることを明示しなければならない。

（任用期間）

第４条 交通指導員臨時職員の任用期間は、６月を超えない期間とし、更新しないものとする。ただ

し、市長は、業務の特殊性その他特別な事情により特に必要があると認める場合には、その任用を

６月を超えない期間で更新することができるが、再度の更新をすることはできない。

２ 前項の交通指導員臨時職員の任用期間が満了した日以後１日以上を経過した場合、市長は、交通
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指導員臨時職員経験者を前項の規定により任用することができる。ただし、当該経験者が初めて交

通指導員臨時職員として任用された日から起算して３年を超える場合は、本文に規定する任用をす

ることはできない。

３ 任用期間が満了した日以後１年を経過した交通指導員臨時職員経験者については、前項ただし書

の規定は適用しない。

４ 第１項ただし書に規定する任用期間の更新をする場合は、前条第４項及び第５項の規定により行

わなければならない。この場合において、生活安全課長は、当該交通指導員臨時職員の勤務状況に

関する文書を交通指導員臨時職員任用書に添付しなければならない。

（任用期間の特例）

第５条 前条第２項ただし書の規定にかかわらず、市長は、人材の需給状況等により人員の確保が困

難な場合に限り、任用を開始した日から起算して３年を超えた交通指導員臨時職員経験者を任用す

ることができる。ただし、当該経験者が初めて交通指導員臨時職員として任用された日から起算し

て５年を超える任用をすることはできない。

（任用における年齢制限）

第６条 市長は、満６０歳を超える者を交通指導員臨時職員として任用することはできない。

２ 市長は、任用期間中に満６０歳に達した者についても、第４条第１項ただし書に規定する任用の

更新をすることはできない。

（支給）

第７条 交通指導員臨時職員の賃金は、月額１４９，８００円とする。

２ 任用する交通指導員臨時職員が同種の職種に従事した経験等により、前項の額によりがたい場合

は、生活安全課長が人事課長と協議して定めることができる。

３ 交通指導員臨時職員の時間外勤務手当は、一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年条例第

６３号）の規定によるものとする。

４ 交通指導員臨時職員の期末手当、通勤手当及び欠勤した場合の支給額の減額については、大和高

田市臨時職員の任用等に関する要綱（平成１６年告示第３０号。以下「市臨時職員要綱」という。）

の規定によるものとする。

（市臨時職員要綱の準用）

第８条 交通指導員臨時職員の退職、勤務時間、休日、有休休暇、無給休暇、服務、公務災害補償及

び社会保険は、市臨時職員要綱の規定を準用する。この場合において、「臨時職員」は「交通指導

員臨時職員」と読み替えるものとする。

（補則）

第９条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、平成２２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この告示の施行の際、現に任用されている交通指導員臨時職員は、この告示により任用された交

通指導員臨時職員とみなす。

様式第１号（第３条関係）

交通指導員臨時職員任用書

ふ り が な

氏 名
印 生年月日 年 月 日生

現 住 所
（〒 － ）
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電話 （ ）

資 格 免 許
最 終

学校名 卒業・在学

通 勤 方 法 □徒歩 □自転車・単車 □自動車 □交通機関（電車・バス）

職 種

任 用 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

賃 金 月額 円

社会保険 （ 有 ・ 無 ）

通 勤 手 当 支給 ・ 不支給
社会保険

等の加入
雇用保険 （ 有 ・ 無 ）

勤 務 時 間

業 務 内 容

任 用 理 由

様式第２号（第３条関係）

交通指導員臨時職員任用通知書

氏 名

職 種

勤 務 場 所

賃 金 月額 円

通 勤 手 当 支給 ・ 不支給

任 用 期 間 年 月 日から 年 月 日まで
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賃 金 の 支 給 日

社会保険等の加入 社会保険（ 有 ・ 無 ） 雇用保険（ 有 ・ 無 ）

休 日

勤 務 時 間

休 暇

業 務 内 容

そ の 他 の 条 件

上記のとおり任用します。

年 月 日

大和高田市長 印

※ この任用は、臨時的な任用であり、かつ、正式な任用に対していかなる優先権もありません。

告示第１６号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第

１項の規定により、大和都市計画生産緑地地区を変更したので、同法第２１条第２項の規定において

準用する同法第２０条第１項の規定により、次のとおり告示し、同条第２項の規定により、当該都市

計画の図書を公衆の縦覧に供します。

平成２２年３月１０日

大和高田市長 吉 田 誠 克

１ 都市計画の種類

大和都市計画生産緑地地区

２ 都市計画を定める土地の区域

大和都市計画(大和高田市)市街化区域内

３ 縦覧場所

大和高田市環境建設部都市計画課

告示第１７号

大和高田市臨時職員の任用等に関する要綱及び大和高田市立病院に勤務する臨時職員の任用等に関

する要綱の一部を改正する告示を次のように定める。

平成２２年３月１０日

大和高田市長 吉 田 誠 克

大和高田市臨時職員の任用等に関する要綱及び大和高田市立病院に勤務する臨時職員の任用等
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に関する要綱の一部を改正する告示

（大和高田市臨時職員の任用等に関する要綱の一部改正）

第１条 大和高田市臨時職員の任用等に関する要綱（平成１６年告示第３０号）の一部を

次のように改正する。

別表第１中

「

を

」

「

に改める。

」

別表第２中「１．１０」を「１．００」に、「１．２５」を「１．２０」に改める。

（大和高田市立病院に勤務する臨時職員の任用等に関する要綱の一部改正）

第２条 大和高田市立病院に勤務する臨時職員の任用等に関する要綱（平成１６年告示第３１号）の

一部を次のように改正する。

別表第２中「１．１０」を「１．００」に、「１．２５」を「１．２０」に改める。

附 則

この告示は、平成２２年４月１日から施行する。

告示第１８号

大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第１０条第３項の規定によ

り利用者又は所有者からの引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、大和高田市自転車等

の安全利用に関する条例施行規則（平成５年規則第３３号）第５条の規定により告示します。

平成２２年３月１７日

大和高田市長 吉 田 誠 克

１．処分の根拠

移動日から６０日経過したにもかかわらず、引取りがないため

２．処分対象自転車等の保管場所

大和高田市曽大根

大和高田市高架下自転車保管所

３．処分年月日

平成２２年３月３１日

４．処分対象自転車等の移動年月日

平成２１年１２月１日、同月３日、同月７日、同月９日、同月１５日、同月１７日、同月２１日

告示第１９号

大和高田市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱を次のように定める。

平成２２年３月１７日

大和高田市長 吉 田 誠 克

大和高田市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この告示は、地球温暖化の防止及び環境保全意識の高揚を図るため、自ら居住する住宅に太

陽光発電システム（以下「発電システム」という。）を設置する者に対して補助金を交付すること

について、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

保育士 ― 7,200円 900円

保育士 ― 7,840円 980円
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第２条 この告示において「発電システム」とは、次の各号に掲げるすべての要件を満たすものとす

る。

（１） 太陽電池を用いて太陽の光を電力に変換する仕組みであって、住宅の屋根等への設置に適

した低圧配電線と逆潮流有りで連系するもの

（２） 太陽電池の最大出力（発電システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力をいう。

以下同じ。）の合計値が、１０ｋＷ未満であるもの

（３） 未使用であるもの

（補助対象者）

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有する者で、次に掲げる要件のいず

れにも該当するものとする。

（１） 経済産業省が定めた住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金交付要綱（平成２０・１０・

３１財資第１号）に基づき、太陽光発電普及拡大センターから交付される住宅用太陽光発電導入

支援対策費補助金（以下「国補助金」という。）の交付を受けて、自ら居住する住宅に発電シス

テムを導入した者

（２） 市税を滞納していない者

（補助金の額）

第４条 補助金の額は、１件当たり１０万円とする。

２ 補助金の交付は、１住宅につき１回限りとする。

（補助金の交付申請）

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、国補助金の交付額確定通

知のあった日の属する年度内に、住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書（様式第１号。

以下「申請書」という。）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

（１） 国補助金の補助金交付額確定通知書の写し

（２） 市税の納税証明書

（３） その他市長が必要と認める書類

２ 市長は、前項の申請書の受付を先着順に行う。ただし、受け付けた申請に係る補助金の合計が予

算の範囲を超えるときは、申請の受付を停止するものとする。

（手続の代行）

第６条 申請者は、補助金の交付の申請等の手続について、委任状をもって第三者にこれを代行させ

ることができる。

２ 前項の手続を代行する者は、委任された手続を誠意をもって実施しなければならない。

（補助金の交付決定）

第７条 市長は、第５条の申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、申請書を受け付けた日の翌

日から起算して１４日以内に住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付決定通知書（様式第２

号）により、申請者に通知するものとする。

（補助金の請求）

第８条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者は、当該通知のあった日の翌日から起

算して３０日を経過した日又は当該通知のあった年度の３月３１日のいずれか早い日（その日が大

和高田市の休日を定める条例（平成元年条例第３号）に規定する休日に当たるときは、その日前に

おいて、その日に最も近い休日でない日）までに、住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付請

求書（様式第３号）により、市長に対し、補助金の交付を請求するものとする。

（補助金の交付）

第９条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を確認の上、補助金を交付するも

のとする。

（交付決定の取消し等）
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第１０条 市長は、補助金の交付を受けた者が不正の手段により補助金を受けたと認めたときは、補

助金の交付決定を取消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるも

のとする。

２ 前項の規定により補助金の返還を求められた者は、直ちに当該補助金を返還しなければならない。

（補則）

第１１条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

附 則

この告示は、平成２２年４月１日から施行する。

様式第１号（第５条関係）

住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書

年 月 日

大和高田市長 殿

申請者 住所 大和高田市

氏名 印

電話

住宅用太陽光発電システム設置費補助金の交付を受けたいので、下記のとおり申請します。

記

１ 設置場所 大和高田市

２ 太陽電池の最大出力値 ｋＷ

３ 設置完了日 年 月 日

４ 添付書類

（１） 国補助金の補助金交付額確定通知書の写し

（２） 市税の納税証明書

（３） その他（ ）

様式第２号（第７条関係）

住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付決定通知書

第 号

年 月 日

様

大和高田市長 印

年 月 日付けで申請のありました住宅用太陽光発電システム設置費補助金について、

下記のとおり交付することを決定しましたので通知します。

記

１ 補助金交付決定額 金 円

様式第３号（第８条関係）

住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付請求書

年 月 日

大和高田市長 殿

申請者 住所 大和高田市

氏名 印

電話

年 月 日付け 第 号で交付決定を受けた住宅用太陽光発電システム設

置費補助金について、下記のとおり請求します。

記

１ 請求金額 金 円
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２ 振込先

金 融 機 関 名 預 金 種 目 口 座 番 号

本店
支店

出張所

普通 当座
その他（ ）

店 番 フリガナ

銀行

農協

信金

口座名義人

告示第２０号

平成２２年３月議会において成立した次の予算の要領を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２１９条第２項の規定により公表します。

平成２２年３月１７日

大和高田市長 吉 田 誠 克

１ 平成２２年度大和高田市一般会計予算

２ 平成２２年度大和高田市国民健康保険事業特別会計予算

３ 平成２２年度大和高田市国民健康保険天満診療所特別会計予算

４ 平成２２年度大和高田市住宅新築資金等貸付金特別会計予算

５ 平成２２年度大和高田市老人保健医療事業特別会計予算

６ 平成２２年度大和高田市下水道事業特別会計予算

７ 平成２２年度大和高田市駐車場事業特別会計予算

８ 平成２２年度大和高田市介護保険事業特別会計予算

９ 平成２２年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計予算

１０ 平成２２年度大和高田市水道事業会計予算

１１ 平成２２年度大和高田市立病院事業会計予算

１２ 平成２１年度大和高田市一般会計補正予算（第５号）

１３ 平成２１年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）

１４ 平成２１年度大和高田市住宅新築資金等貸付金特別会計補正予算（第２号）

１５ 平成２１年度大和高田市老人保健医療事業特別会計補正予算（第２号）

１６ 平成２１年度大和高田市下水道事業特別会計補正予算（第３号）

１７ 平成２１年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）

１８ 平成２１年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第３号）

１９ 平成２１年度大和高田市立病院事業会計補正予算（第４号）

平成２２年度大和高田市一般会計予算

平成２２年度大和高田市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２１，７５０，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は

「第２表 債務負担行為」による。

（地方債）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は「第３表 地方債」による。

（一時借入金）
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第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、６，０００，

０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す

ることができる場合は、次のとおりと定める。

（１） 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額

に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
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平成２２年度大和高田市国民健康保険事業特別会計予算

平成２２年度大和高田市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７，９６２，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１，５００，

０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す

ることができる場合は、次のとおりと定める。

（１） 第２款保険給付費に計上した各項（審査費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合

における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
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平成２２年度大和高田市国民健康保険天満診療所特別会計予算

平成２２年度大和高田市の国民健康保険天満診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３５，４００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１０，００

０千円と定める。
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平成２２年度大和高田市住宅新築資金等貸付金特別会計予算

平成２２年度大和高田市の住宅新築資金等貸付金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６７，２００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２８０，０

００千円と定める。
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平成２２年度大和高田市老人保健医療事業特別会計予算

平成２２年度大和高田市の老人保健医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２０，８００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、６０，００

０千円と定める。
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平成２２年度大和高田市下水道事業特別会計予算

平成２２年度大和高田市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，１２７，１００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は「第２表 地方債」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１，３００，

０００千円と定める。
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平成２２年度大和高田市駐車場事業特別会計予算

平成２２年度大和高田市の駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４２，９００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２６０，０

００千円と定める。
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平成２２年度大和高田市介護保険事業特別会計予算

平成２２年度大和高田市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，３４５，１００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２５０，０

００千円と定める。
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平成２２年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計予算

平成２２年度大和高田市の後期高齢者医療保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５３７，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１００，０

００千円と定める。
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平成２１年度大和高田市一般会計補正予算（第５号）

平成２１年度大和高田市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９４６，１６７千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ２３，７０２，２４１千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費

は、「第２表 繰越明許費」による

（地方債の補正）

第３条 地方債は、「第３表 地方債補正」による。
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平成２１年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）

平成２１年度大和高田市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところに

よる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１８８，６３４千円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ８，００１，８１６千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。
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平成２１年度大和高田市住宅新築資金等貸付金特別会計補正予算（第２号）

平成２１年度大和高田市の住宅新築資金等貸付金特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，０４１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ２９２，７４０千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。
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平成２１年度大和高田市老人保健医療事業特別会計補正予算（第２号）

平成２１年度大和高田市の老人保健医療事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４８，４８５千円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１８，９１９千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。
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平成２１年度大和高田市下水道事業特別会計補正予算（第３号）

平成２１年度大和高田市の下水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（繰越明許費）

第１条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、

「第１表 繰越明許費」による。

平成２１年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）

平成２１年度大和高田市の介護保険事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５，３５３千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ４，１６７，３６４千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。



平成２２年４月１２日（月） 大 和 高 田 市 公 報 第２５５号

72

平成２１年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第３号）

平成２１年度大和高田市の後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５，３９２千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ５３７，７８０千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。
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告示第２１号

大和高田市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例（平成１７年条例第１号）

第６条第２項の規定により、指定管理者の指定について告示します。

平成２２年３月１７日

大和高田市長 吉 田 誠 克

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設

（１） 施設の名称

大和高田市総合福祉会館

（２） 施設の所在地

大和高田市大字池田４１８番地の１

２ 指定管理者となる団体

（１） 団体の名称

社会福祉法人 大和高田市社会福祉協議会

（２） 団体の所在地

大和高田市大字池田４１８番地の１

３ 指定管理者が行う業務の範囲

大和高田市総合福祉会館条例（平成１７年条例第３６号）第１７条に規定する業務

４ 指定管理者の指定の期間

平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで

告示第２２号

大和高田市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例（平成１７年条例第１号）

第６条第２項の規定により、指定管理者の指定について告示します。

平成２２年３月１７日

大和高田市長 吉 田 誠 克

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設

（１） 施設の名称

大和高田市高田温泉さくら荘

（２） 施設の所在地

大和高田市大字池田４４７番地

２ 指定管理者となる団体

（１） 団体の名称

社会福祉法人 大和高田市社会福祉協議会

（２） 団体の所在地

大和高田市大字池田４１８番地の１

３ 指定管理者が行う業務の範囲

大和高田市高田温泉さくら荘条例（平成１７年条例第２５号）第１４条に規定する業務

４ 指定管理者の指定の期間

平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで

告示第２４号

平成２１年度市民税・県民税納税通知書を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の

住所が不明であるため送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規

定により、次のとおり公示送達します。

なお、公示送達に係る書類は、財務部税務課市民税グループで保管し、送達を受けるべき者から交
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付の申出があればいつでも交付します。

平成２２年３月１８日

大和高田市長 吉 田 誠 克

１ 納税通知書の発送年月日

平成２２年３月１０日

２ この公示送達により変更する納期限

変更前 平成２２年３月３１日

変更後 平成２２年４月３１日

３送達を受けるべき者 市役所前の掲示場に掲示済み。

（注） 地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過し

たときに書類の送達があったものとみなされます。

告示第２５号

ゲートボール広場整備事業費補助金の交付に関する要綱の一部を改正する告示を次のように定める。

平成２２年３月１９日

大和高田市長 吉 田 誠 克

ゲートボール広場整備事業費補助金の交付に関する要綱の一部を改正する告示

ゲートボール広場整備事業費補助金の交付に関する要綱（平成２年告示第２号）の一部を次のよう

に改正する。

第１条の見出しを「（趣旨）」に改め、同条中「要綱」を「告示」に、「大和高田市老人クラブ連

合会に加盟している老人クラブ（以下「老人クラブ」という。）に対して、予算の定める」を「又は

管理している老人クラブ、自治会その他の団体（以下「団体等」という。）に対し、予算の」に改め

る。

第２条を次のように改める。

（補助対象事業）

第２条 補助金の交付対象となる事業は、団体等が補助金を申請する年度内に行う次の各号に掲げる

事業とし、その対象経費は当該事業に要した費用の合計額とする。

（１） ゲートボール広場用地の整備に関する事業

（２） ゲートボール広場の付帯施設の整備に関する事業

（３） 用具の補充に関する事業

第３条の見出しを「（補助金の額等）」に改め、同条中「前条に規定する」を「前条の事業に要し

た」に、「８万円」を「４万円」に改め、同条に次の１項を加える。

２ 補助金の交付は、１会計年度につき１回限りとする。

第４条中「老人クラブ」を「団体等」に改め、同条に次の１項を加える。

２ 交付申請は、直接持参の方法により先着順に行うものとする。ただし、受け付けた申請に係る補

助金の合計額が予算の範囲を超えると認められるときは、新たな申請の受付は行わないものとする。

第５条第１項中「申請」を「申請書等」に改める。

第６条、第７条、第９条及び第１０条中「老人クラブ」を「団体等」に改める。

第１１条中「要綱」を「告示」に改める。

様式第１号中「申請老人クラブ名」を「団体等名」に、「会長」を「代表者」に改める。

様式第３号中「クラブ」を削る。

様式第５号、様式第６号及び様式第７号中「申請老人クラブ名」を「団体等名」に、「会長」を「代

表者」に改める。

附 則

この告示は、告示の日から施行し、改正後のゲートボール広場整備事業費補助金の交付に関する要
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綱の規定は、平成２１年度分の予算に係る補助金から適用する。

告示第２９号

大和高田市し尿くみ取り手数料集金事務委託規則（昭和４６年規則第１１号）に基づき、し尿くみ

取り手数料集金事務を次の者に委託したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５

８条第２項の規定により告示する。

平成２２年３月２３日

大和高田市長 吉 田 誠 克

１ 委託した者

氏 名 住 所

田中 千里 大和高田市大中南町５番１２号

森口 悦子 大和高田市蔵之宮町４番３号

加藤千鶴子 大和高田市永和町６番２４号

吉村真規子 大和高田市大字池田４８１番地２１

白澤 理恵 大和高田市材木町６番５２号

２ 委託期間

平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで

告示第３０号

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項に基づき、使用料の収納事務を次

のとおり委託したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項の規定によ

り告示する。

平成２２年３月２３日

大和高田市長 吉 田 誠 克

１ 受託者の住所・氏名

（１） 大和高田市大字池田４１８番地の１

社団法人 大和高田市シルバー人材センター 理事長 坂本 勝

（２） 大和高田市大字土庫７２６番地の１

株式会社 文政 代表取締役 虎走 恵介

２ 委託した事務の範囲

大和高田市市営斎場に係る使用料の領収及び保管

２ 委託期間

平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日

告示第３１号

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１６条第３項の規定により、本市における平成２２年

度固定資産税に係る土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧の場所及び期間を次のとおり

告示します。

平成２２年３月２５日

大和高田市長 吉 田 誠 克

１．縦覧場所 大和高田市役所 税務課

２．縦覧期間 平成２２年４月１日から平成２２年４月３０日までの午前８時３０分から午後５時

１５分まで。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律
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第１７８号）に規定する休日を除く。

告示第３３号

大和高田市における一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業に関する許可及び行政処分の基準等を定

める要綱の一部を改正する告示を次のように定める。

平成２２年３月３０日

大和高田市長 吉 田 誠 克

大和高田市における一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業に関する許可及び行政処分の基準等を

定める要綱の一部を改正する告示

大和高田市における一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業に関する許可及び行政処分の基準等を定

める要綱（平成１１年告示第１５３号）の一部を次のように改正する。

第１条中「要綱」を「告示」に改める。

第２条中「書類とは」を「書類は」に改め、同条第１号中「自動車損害賠償責任保険証明書の写し

並びに」及び「写真は、」を削る。

第３条中「事項とは」を「事項は」に改め、同条第１号中「また」を削る。

第４条中「別表第１及び別表第２に定める」を「別表のとおりとする」に改め、同条に次の１項を

加える。

２ 前項の規定により行政処分を行うときは、市長は、次に掲げる事項を勘案して当該処分の軽減又

は加重を行うものとする。

（１） 生活環境又は処理施設に与えた被害の規模

（２） 一般社会に与えた影響

（３） 不正行為の動機

（４） 違反行為の改善措置の有無

第５条を次のように改める。

（複数違反の場合の取扱い）

第５条 違反が２つ以上ある場合は、最も重い違反行為について処分する。ただし、市長が特に必要

と認める場合は、各違反行為の処分を合算したものを限度として、処分するものとする。

第６条を次のように改める。

（手続）

第６条 行政処分の手続は、行政手続法（平成５年法律第８８号）、大和高田市行政手続条例（平成

１０年条例第３号）及び大和高田市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則（平成１０年規則第３

７号）の定めるところによる。

第７条を削り、第８条を第７条とし、第９条を第８条とし、第１０条を第９条とする。

第１１条の見出しを「（委任）」に改め、同条中「要綱」を「告示」に改め、同条を第１０条とす

る。

別表第１を次のように改める。

別表第１（第４条関係）

行政処分の基準表

処分内容
区

分
処分理由 根拠条文 関係条文 違反１回目 違反２回

目

違反３回

目

違反４回

目以降

欠格事由に該当

したとき。

法第７条

の４第１

項第１号

法第７条

第５項第

４号

１

業務停止処分に

違反したとき。

法第７条

の４第１

法第７条

の３第１

許可の取消し
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項第２号 号

不正な手段によ

り許可を受けた

とき。

法第７条

第１項、

第６項

不正な手段によ

り変更の許可を

受けたとき。

法第７条

の４第１

項第３号
法第７条

の２第１

項

排出禁止物を搬

入したとき。

条例第２

０条第１

項

２ 検査若しくは収

去を拒み，妨げ，

又は忌避したと

き。

法第１９

条第１項

停止（３０日以

上６０日以内）

停止（６

０日以上

９０日以

内）

許可の取

消し

無許可で廃棄物

の収集運搬又は

処分を業として

行ったとき。

業の許可の規定

による許可申請

で，虚偽の申請を

したとき。

法第７条

第１項、

第６項

改善命令違反を

したとき。

法第１９

条の３

措置命令違反を

したとき。

法第７条

の４第１

項第２号

法第１９

条の４第

１項

３

法第７条第１項

又は第６項の許

可に付した条件

に違反したとき。

法第７条

の４第２

項

法第７条

第１１項

条例施行

規則第１

４条

行政指導又は

停止（３０日以

内）

停止（３

０日以上

６０日以

内）

停止（６

０日以上

９０日以

内）

許可の

取消し

一般廃棄物処理

基準に違反をし

たとき。

法第７条

第１３項

法施行令

第３条

事業の廃止若し

くは変更の届出

をせず、又は虚偽

の届出をしたと

き。

業の変更許可の

規定による申請

で、虚偽の申請を

したとき。

法第７条

の２第３

項

無許可で事業の

範囲を変更した

とき。

法第７条

の２第１

項

４

名義貸し禁止違

反をしたとき。

法第７条

の４第１

項第２号

法第７条

の５

行政指導又は

停止（１５日以

内）

停止（１

０日以上

３０日以

内）

停止（３

０日以上

６０日以

内）

停 止

（６０

日以上

９０日

以内）

５ 事業用に供する 法第７条 法第７条 停止（改善に必要な期間）



平成２２年４月１２日（月） 大 和 高 田 市 公 報 第２５５号

80

施設又は能力が

省令に定める基

準に適合しなく

なったとき。

の４第２

項

第５項第

３号

法施行規

則第２条

の２、第

２条の４

帳簿備付け義務、

記載義務又は保

存義務違反若し

くは虚偽記載が

あったとき。

法第７条

第 １ ５

項、第１

６項

報告をせず、又は

虚偽の報告をし

たとき。

法第７条

の４第１

項第２号

法第１８

条
６

前各項に掲げる

もののほか、法令

又は条例並びに

規則に違反した

行為のうち、特に

処分が必要と認

められるとき。

条例第３

２条第１

項第１号

行政指導又は

停止（３日以

内）

停止（３

日以上５

日以内）

停止（５

日以上１

０ 日 以

内）

停 止

（１０

日以上

３０日

以内）

別表第２を削り、別表第１を別表とする。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、平成２２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の大和高田市における一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業に関する許可及び行政処分の基

準等を定める要綱第４条、第５条、第６条及び別表の規定は、この告示の施行の日（以下「施行日」

という。）以後に行われた違反行為から適用し、施行日前に行われた違反行為については、なお従

前の例による。

３ この告示の施行の際現に改正前の大和高田市における一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業に関す

る許可及び行政処分の基準等を定める要綱の規定に基づいて処分を受けた者は、改正後の同要綱の

相当規定により処分を受けたものとみなす。

告示第３４号

大和高田市一般廃棄物の取扱いに係る月払手数料の徴収に関する事務取扱要綱を次のように定める。

平成２２年３月３０日

大和高田市長 吉 田 誠 克

大和高田市一般廃棄物の取扱いに係る月払手数料の徴収に関する事務取扱要綱

（趣旨）

第１条 この告示は、大和高田市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例施行規則（平成

１１年規則第４９号。以下「規則」という。）第８条第１項第４号ただし書に規定する手数料（以

下「月払手数料」という。）の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

（届出等）

第２条 月払手数料の納入をしようとする許可業者は、一般廃棄物月払手数料登録届出書（様式第１

号）により市長に届け出なければならない。

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、月払手数料を徴収する者として当該申請者を一

般廃棄物月払手数料徴収業者登録台帳（様式第２号）に登録するものとする。
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（保証金の額）

第３条 規則第８条第１項第４号ただし書に規定する保証金の額は、前条第２項の規定による登録を

受けた許可業者（以下「登録業者」という。）の申請時における搬入許可数量に２を乗じた量に１

キログラムにつき１３円を乗じた額（１,０００円未満は切り上げる。）とする。

２ 保証金は、登録の期間中市長が保管し、保管中は保証金に利子を付さない。

３ 登録業者は、規則第１６条第１項及び第２項の規定により１月当たりの搬入許可数量について増

加の変更承認を受けたときは、第１項の規定により保証金の差額分を変更承認を受けた日の翌日か

ら７日以内に納付するものとする。

４ 市長は、規則第１６条第１項及び第２項の規定により、登録業者が１月当たりの搬入許可数量に

ついて減少の変更申請をし、これを承認したときは、保証金の差額分を速やかに返還するものとす

る。

５ 保証金を納付している登録業者が引き続いて許可の更新を受けたときは、既納付の保証金を引き

継ぐものとする。ただし、１月当たりの搬入許可数量が変動し、保証金の額に差額が生じた場

合は、前２項の規定を準用する。

（月払手数料の納入）

第４条 市長は、毎月５日までに前月分の月払手数料を取りまとめ、登録業者に対し、別に定める請

求書及び納入通知書を送付するものとする。

２ 登録業者は、毎月の末日（その日が金融機関の休業日に当たるときは、その日以後においてその

日に最も近い休業日でない日）までに前月分の月払手数料を前項の納入通知書により納入しなけれ

ばならない。

（登録の取消し等）

第５条 市長は、登録業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができ

る。

（１） 月払手数料を滞納したとき。

（２） 一般廃棄物の搬入に係る行政指導を受けたとき。

（３） 大和高田市における一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業に関する許可及び行政処分の基準

等を定める要綱（平成１１年告示第１５３号）別表に規定する許可取消し又は業務停止の処分を

受けたとき。

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

２ 市長は、登録を取り消した日以後の手数料は、搬入の都度徴収するものとする。

（保証金の返還等）

第６条 市長は、第２条第２項の規定による登録を取り消したとき、又は大和高田市廃棄物の減量化、

資源化及び適正処理に関する条例（平成１１年条例第２３号。以下「条例」という。）第２６条第

２項の規定による許可期間が満了したとき又は規則第１７条の規定により廃止の届けがあっ

たとき若しくは条例第３２条第１項の規定により許可が取り消されたときは、保証金を返還す

るものとする。ただし、充当すべき手数料があるときは、当該保証金から充当し、残額を速やかに

返還するものとする。

２ 市長は、登録を取り消した許可業者に保証金の充当後もなお徴収すべき手数料があるときは、当

該手数料が完納されるまで、当該業者の搬入を停止することができる。

（委任）

第７条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、平成２２年４月１日から施行する。

（経過措置）
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２ この告示は、この告示の施行の日（以下「施行日」という。）以後に搬入される一般廃棄物処理に

係る手数料から適用し、施行日前の一般廃棄物処理に係る手数料については、なお従前の例による。

３ 大和高田市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例施行規則第８条第１項第４号ただ

し書の規定により月払手数料の納入を認められている許可業者は、施行日において第２条第１項の規

定による届出があったものとみなす。

様式第１号（第２条関係）

一般廃棄物月払手数料登録届出書

大和高田市長 殿

一般廃棄物処理手数料を月払の徴収方法により納入したいので、大和高田市一般廃棄物の取扱い

に係る月払手数料の徴収に関する事務取扱要綱を遵守することを確約し、届け出ます。

年 月 日

主たる事務所の所在地

法 人 の 名 称

代 表 者 氏 名 印

電 話 番 号

№ 会社名 代表者名 登録日 保証金の額 備考

年 月 日 許可数量 kｇ× 円

＝ 円

年 月 日 許可数量 kｇ× 円

＝ 円

年 月 日 許可数量 kｇ× 円

＝ 円

年 月 日 許可数量 kｇ× 円

＝ 円

年 月 日 許可数量 kｇ× 円

＝ 円

年 月 日 許可数量 kｇ× 円

＝ 円

年 月 日 許可数量 kｇ× 円

＝ 円

年 月 日 許可数量 kｇ× 円

＝ 円

年 月 日 許可数量 kｇ× 円

＝ 円

年 月 日 許可数量 kｇ× 円

＝ 円

年 月 日 許可数量 kｇ× 円

＝ 円

年 月 日 許可数量 kｇ× 円

＝ 円

年 月 日 許可数量 kｇ× 円

＝ 円

年 月 日 許可数量 kｇ× 円

＝ 円

年 月 日 許可数量 kｇ× 円

＝ 円

告示第３５号



平成２２年４月１２日（月） 大 和 高 田 市 公 報 第２５５号

83

大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第９条の規定により自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第１０条第

１項の規定により告示します。

平成２２年３月３１日

大和高田市長 吉 田 誠 克

１．移動理由

自転車等放置禁止区域内に放置されていたため

２．移動年月日

平成２２年３月２日、同月４日、同月１０日、同月１６日、同月２３日、同月２５日、同月２９

日

３．移動対象区域

近鉄松塚駅・近鉄築山駅・近鉄大和高田駅・近鉄高田市駅・ＪＲ高田駅・近鉄浮孔駅周辺自転車

等放置禁止区域

４．保管場所

大和高田市曽大根

大和高田市高架下自転車保管所

５．引取期間

移動日から６０日間。ただし、祝日は除く。

６．引取時間

午前９時～正午・午後１時～午後５時

ただし、土曜日・日曜日は午前９時～正午

７．引取りのための必要事項

（１） 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証

等）をお持ちください。

（２） 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。

ア．移動費 ２，０００円

イ．保管費 １，０００円（ただし、移動日から１４日以内は無料）

８．連絡先

大和高田市役所 生活安全課 電話０７４５－２２－１１０１代表

告示第６４号

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１１条第１項の規定により、本市における平成２２年

度固定資産の価格等のすべてを固定資産課税台帳に登録しましたので、同条第２項の規定により告示

します。

平成２２年４月１日

大和高田長 吉 田 誠 克

告示第６５号

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行冷（平成１３年政令第３４号）第５条に

基づき、平成２２年４月以降における本市の公共工事発注の見通しを次のとおり公表します。

平成２２年４月１日

大和高田市長 吉 田 誠 克

１ 公共工事発注の見通し公表書の閲覧所

大和高田市環境建設部契約監理室

２ 閲覧所の閲覧期間及び閲覧時間
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平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

３ 閲覧所の休業日

大和高田市の休日を定める条例（平成元年条例第３号）に規定する休日

告示第６６号

大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第２１条の２に基づき、平成２２年４月以降におけ

る本市の特定随意契約に関する発注見通し及び契約締結状況を次のとおり公表します。

平成２２年４月１日

大和高田市長 吉 田 誠 克

１ 特定随意契約に関する発注見通し及び契約締結状況の公表書の閲覧所

大和高田市環境建設部契約監理室

２ 閲覧所の閲覧期間及び閲覧時間

平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

３ 閲覧所の休業日

大和高田市の休日を定める条例（平成元年条例第３号）に規定する休日

告示第６７号

大和高田市公印規則（平成１６年規則第２５号）第８条の規定により次の公印を廃止しましたので、

同規則第９条の規定により告示します。

平成２２年４月１日

大和高田市長 吉 田 誠 克

公印の名称 市長印

ひな型番号 １０

寸法 ２０ｍｍ

廃止する理由 組織の改編による課名の変更

使用廃止年月日 平成２２年４月１日

印影 省略

告示第６８号

大和高田市公印規則（平成１６年規則第２５号）第８条の規定により次の公印を作成しましたので、

同規則第９条の規定により告示します。

平成２２年４月１日

大和高田市長 吉 田 誠 克

公印の名称 市長印

ひな型番号 １０

寸法 ２０ｍｍ

廃止する理由 組織の改編による課名の変更

使用廃止年月日 平成２２年４月１日
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印影 省略

公告第２１号

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。

平成２２年３月５日

大和高田市長 吉 田 誠 克

１ 工事名 敷枝大谷地内管渠工事（８－２）・給配水管移設工事（Ｇ０８－２）

２ 工事場所 大和高田市大谷地内

３ 工事期間 契約締結の日から平成２２年３月３１日（水）まで

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり

５ 入札参加

資格要件

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されている者であるこ

と。

（２）大和高田市格付け等級がＤであること。

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。

（６）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。

６ 競争入札

参加資格の

申請

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。

（３）受付期間 平成２２年３月５日（金）から平成２２年３月９日（火）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。

（４）受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで

（５）受付場所 大和高田市大中１００番地の１

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣）

７ 競争入札

参加資格の

確認通知

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。

（１）郵送日 平成２２年３月９日（火）

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付する。

公 告
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（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。

（１）閲覧等の期間 平成２２年３月５日（金）から平成２２年３月１２日（金）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。

（２）閲覧等の時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで

（３）閲覧等の場所 大和高田市大中１００番地の１

大和高田市役所 環境建設部契約監理室（本庁舎南隣）

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。

（１）受付期間 平成２２年３月５日（金）から平成２２年３月１２日（金）

まで

（２）受付時間 午前８時３０分から午後４時まで

（３）送信先 大和高田市役所 環境建設部 契約監理室

ＦＡＸ ０７４５－５２－９１６０

（４）回答期限 平成２２年３月１２日（金）午後５時まで

回答は、質問者に対してのみ行います。

１０ 入札書

の 提 出 方

法

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。

（１）期限 平成２２年３月１７日（水）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。

（２）郵送先 〒６３５－８７９９

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。

１１ 入札書

への記載

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してくださ

い。

１２ 入札保

証金

免除します。

１３ 開札の

日時等

入札書の開札は、次のとおり行います。

（１）日時 平成２２年３月１８日（木）午前９時００分から

（２）場所 大和高田市役所 別棟（本庁舎南隣）２階会議室

（３）開札結果等の公表

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。

１４ 入札の

無効

無効の入札については、次のとおりとします。

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格のないもののした入札

１５ 落札者

の決定

落札者は、この公告に示した工事を履行できると大和高田市長が判断した入札者

であって、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者と

します。

１６ 契約保

証金

免除します。

１７ 最低制

限価格

￥５，５７０，０００円（消費税等抜き）

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。
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２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。

公告第２２号

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。

平成２２年３月５日

大和高田市長 吉 田 誠 克

１ 工事名 高６枝三和町地内管渠工事（５１）・給配水管移設工事（Ｇ５１）

２ 工事場所 大和高田市三和町地内

３ 工事期間 契約締結の日から平成２２年３月３１日（水）まで

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり

５ 入札参加

資格要件

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されている者であるこ

と。

（２）大和高田市格付け等級がＤであること。

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。

（６）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。

６ 競争入札

参加資格の

申請

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。

（３）受付期間 平成２２年３月５日（金）から平成２２年３月９日（火）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。

（４）受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで

（５）受付場所 大和高田市大中１００番地の１

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣）

７ 競争入札

参加資格の

確認通知

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。

（１）郵送日 平成２２年３月９日（火）

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付する。

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。
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８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。

（１）閲覧等の期間 平成２２年３月５日（金）から平成２２年３月１２日（金）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。

（２）閲覧等の時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで

（３）閲覧等の場所 大和高田市大中１００番地の１

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣）

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。

（１）受付期間 平成２２年３月５日（金）から平成２２年３月１２日（金）

まで

（２）受付時間 午前８時３０分から午後４時まで

（３）送信先 大和高田市役所 環境建設部 契約監理室

ＦＡＸ ０７４５－５２－９１６０

（４）回答期限 平成２２年３月１２日（金）午後５時まで

回答は、質問者に対してのみ行います。

１０ 入札書

の提出方

法

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。

（１）期限 平成２２年３月１７日（水）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。

（２）郵送先 〒６３５－８７９９

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。

１１ 入札書

への記載

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。

１２ 入札保

証金

免除します。

１３ 開札の

日時等

入札書の開札は、次のとおり行います。

（１）日時 平成２２年３月１８日（木）午前９時１０分から

（２）場所 大和高田市役所 別棟（本庁舎南隣）２階会議室

（３）開札結果等の公表

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。

１４ 入札の

無効

無効の入札については、次のとおりとします。

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格のないもののした入札

１５ 落札者

の決定

落札者は、この公告に示した工事を履行できると大和高田市長が判断した入札者

であって、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者と

します。

１６ 契約保

証金

免除します。

１７ 最低制

限価格

￥２，９８０，０００円（消費税等抜き）

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。
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（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。

公告第２３号

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。

平成２２年３月５日

大和高田市長 吉 田 誠 克

１ 工事名 高５枝春日町１丁目地内管渠工事（５３）・給配水管移設工事（Ｇ５３）

２ 工事場所 大和高田市春日町１丁目地内

３ 工事期間 契約締結の日から平成２２年３月３１日（水）まで

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり

５ 入札参加

資格要件

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されている者であるこ

と。

（２）大和高田市格付け等級がＤであること。

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。

（６）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。

６ 競争入札

参加資格の

申請

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。

（３）受付期間 平成２２年３月５日（金）から平成２２年３月９日（火）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。

（４）受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで

（５）受付場所 大和高田市大中１００番地の１

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣）

７ 競争入札

参加資格の

確認通知

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。

（１）郵送日 平成２２年３月９日（火）

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付する。

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。

（１）閲覧等の期間 平成２２年３月５日（金）から平成２２年３月１２日（金）
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まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。

（２）閲覧等の時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで

（３）閲覧等の場所 大和高田市大中１００番地の１

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣）

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。

（１）受付期間 平成２２年３月５日（金）から平成２２年３月１２日（金）

まで

（２）受付時間 午前８時３０分から午後４時まで

（３）送信先 大和高田市役所 環境建設部 契約監理室

ＦＡＸ ０７４５－５２－９１６０

（４）回答期限 平成２２年３月１２日（金）午後５時まで

回答は、質問者に対してのみ行います。

１０ 入札書

の提出方

法

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。

（１）期限 平成２２年３月１７日（水）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。

（２）郵送先 〒６３５－８７９９

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。

１１ 入札書

への記載

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。

１２ 入札保

証金

免除します。

１３ 開札の

日時等

入札書の開札は、次のとおり行います。

（１）日時 平成２２年３月１８日（木）午前９時２０分から

（２）場所 大和高田市役所 別棟（本庁舎南隣）２階会議室

（３）開札結果等の公表

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。

１４ 入札の

無効

無効の入札については、次のとおりとします。

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格のないもののした入札

１５ 落札者

の決定

落札者は、この公告に示した工事を履行できると大和高田市長が判断した入札者

であって、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者と

します。

１６ 契約保

証金

免除します。

１７ 最低制

限価格

￥３，３１０，０００円（消費税等抜き）

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。
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公告第２４号

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。

平成２２年３月５日

大和高田市長 吉 田 誠 克

１ 工事名 市枝市場地内管渠工事（５５）・給配水管移設工事（Ｇ５５）

２ 工事場所 大和高田市市場地内

３ 工事期間 契約締結の日から平成２２年３月３１日（水）まで

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり

５ 入札参加

資格要件

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されている者であるこ

と。

（２）大和高田市格付け等級がＤであること。

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。

（６）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。

６ 競争入札

参加資格の

申請

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。

（３）受付期間 平成２２年３月５日（金）から平成２２年３月９日（火）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。

（４）受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで

（５）受付場所 大和高田市大中１００番地の１

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣）

７ 競争入札

参加資格の

確認通知

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。

（１）郵送日 平成２２年３月９日（火）

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付する。

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。

（１）閲覧等の期間 平成２２年３月５日（金）から平成２２年３月１２日（金）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。

（２）閲覧等の時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで

（３）閲覧等の場所 大和高田市大中１００番地の１
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大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣）

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。

（１）受付期間 平成２２年３月５日（金）から平成２２年３月１２日（金）

まで

（２）受付時間 午前８時３０分から午後４時まで

（３）送信先 大和高田市役所 環境建設部 契約監理室

ＦＡＸ ０７４５－５２－９１６０

（４）回答期限 平成２２年３月１２日（金）午後５時まで

回答は、質問者に対してのみ行います。

１０ 入札書

の提出方

法

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。

（１）期限 平成２２年３月１７日（水）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。

（２）郵送先 〒６３５－８７９９

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。

１１ 入札書

への記載

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。

１２ 入札保

証金

免除します。

１３ 開札の

日時等

入札書の開札は、次のとおり行います。

（１）日時 平成２２年３月１８日（木）午前９時３０分から

（２）場所 大和高田市役所 別棟（本庁舎南隣）２階会議室

（３）開札結果等の公表

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。

１４ 入札の

無効

無効の入札については、次のとおりとします。

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格のないもののした入札

１５ 落札者

の決定

落札者は、この公告に示した工事を履行できると大和高田市長が判断した入札者

であって、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者と

します。

１６ 契約保

証金

免除します。

１７ 最低制

限価格

￥３，７００，０００円（消費税等抜き）

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。

公告第２５号

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）
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第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。

平成２２年３月５日

大和高田市長 吉 田 誠 克

１ 工事名 高６枝旭北町地内管渠工事（５４）・給配水管移設工事（Ｇ５４）

２ 工事場所 大和高田市旭北町地内

３ 工事期間 契約締結の日から平成２２年３月３１日（水）まで

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり

５ 入札参加

資格要件

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されている者であるこ

と。

（２）大和高田市格付け等級がＥであること。

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。

（４）平成２０年８月３１日以降の審査基準日で経営事項審査を受けている者であ

ること。

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。

（７）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。

６ 競争入札

参加資格の

申請

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。

（３）受付期間 平成２２年３月５日（金）から平成２２年３月９日（火）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。

（４）受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで

（５）受付場所 大和高田市大中１００番地の１

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣）

７ 競争入札

参加資格の

確認通知

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。

（１）郵送日 平成２２年３月９日（火）

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付する。

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。

（１）閲覧等の期間 平成２２年３月５日（金）から平成２２年３月１２日（金）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。

（２）閲覧等の時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで

（３）閲覧等の場所 大和高田市大中１００番地の１
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大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣）

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。

（１）受付期間 平成２２年３月５日（金）から平成２２年３月１２日（金）

まで

（２）受付時間 午前８時３０分から午後４時まで

（３）送信先 大和高田市役所 環境建設部 契約監理室

ＦＡＸ ０７４５－５２－９１６０

（４）回答期限 平成２２年３月１２日（金）午後５時まで

回答は、質問者に対してのみ行います。

１０ 入札書

の提出方

法

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。

（１）期限 平成２２年３月１７日（水）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。

（２）郵送先 〒６３５－８７９９

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。

１１ 入札書

への記載

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。

１２ 入札保

証金

免除します。

１３ 開札の

日時等

入札書の開札は、次のとおり行います。

（１）日時 平成２２年３月１８日（木）午前１０時００分から

（２）場所 大和高田市役所 別棟（本庁舎南隣）２階会議室

（３）開札結果等の公表

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。

１４ 入札の

無効

無効の入札については、次のとおりとします。

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格のないもののした入札

１５ 落札者

の決定

落札者は、この公告に示した工事を履行できると大和高田市長が判断した入札者

であって、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者と

します。

１６ 契約保

証金

免除します。

１７ 最低制

限価格

￥１，８４０，０００円（消費税等抜き）

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。

公告第２６号

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）
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第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。

平成２２年３月５日

大和高田市長 吉 田 誠 克

１ 工事名 西坊城地内排水路改良工事

２ 工事場所 大和高田市西坊城地内

３ 工事期間 契約締結の日から平成２２年３月３１日（水）

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり

５ 入札参加

資格要件

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されている者であるこ

と。

（２）大和高田市格付け等級がＥであること。

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。

（４）平成２０年８月３１日以降の審査基準日で経営事項審査を受けている者であ

ること。

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。

（７）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。

６ 競争入札

参加資格の

申請

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。

（３）受付期間 平成２２年３月５日（金）から平成２２年３月９日（火）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。

（４）受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで

（５）受付場所 大和高田市大中１００番地の１

大和高田市役所 環境建設部契約監理室（本庁舎南隣）

７ 競争入札

参加資格の

確認通知

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。

（１）郵送日 平成２２年３月９日（火）

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付する。

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。

（１）閲覧等の期間 平成２２年３月５日（金）から平成２２年３月１２日（金）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。

（２）閲覧等の時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで

（３）閲覧等の場所 大和高田市大中１００番地の１
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大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣）

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。

（１）受付期間 平成２２年３月５日（金）から平成２２年３月１２日（金）

まで

（２）受付時間 午前８時３０分から午後４時まで

（３）送信先 大和高田市役所 環境建設部 契約監理室

ＦＡＸ ０７４５－５２－９１６０

（４）回答期限 平成２２年３月１２日（金）午後５時まで

回答は、質問者に対してのみ行います。

１０ 入札書

の提出方

法

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。

（１）期限 平成２２年３月１７日（水）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。

（２）郵送先 〒６３５－８７９９

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。

１１ 入札書

への記載

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。

１２ 入札保

証金

免除します。

１３ 開札の

日時等

入札書の開札は、次のとおり行います。

（１）日時 平成２２年３月１８日（木）午前１０時１０分から

（２）場所 大和高田市役所 別棟（本庁舎南隣）２階会議室

（３）開札結果等の公表

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。

１４ 入札の

無効

無効の入札については、次のとおりとします。

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格のないもののした入札

１５ 落札者

の決定

落札者は、この公告に示した工事を履行できると大和高田市長が判断した入札者

であって、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者と

します。

１６ 契約保

証金

免除します。

１７ 最低制

限価格

￥１，３６０，０００円（消費税等抜き）

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。

公告第２７号

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）
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第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。

平成２２年３月５日

大和高田市長 吉 田 誠 克

１ 工事名 曽大根１丁目地内交通安全施設等整備工事

２ 工事場所 大和高田市曽大根１丁目地内

３ 工事期間 契約締結の日から平成２２年３月３１日（水）まで

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり

５ 入札参加

資格要件

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の塗装・防水工事に登録されている者で

あること。

（２）奈良県知事又は国土交通大臣の防水工事業の許可を有する者であること。

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。

（６）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。

６ 競争入札

参加資格の

申請

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。

（３）受付期間 平成２２年３月５日（金）から平成２２年３月９日（火）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。

（４）受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで

（５）受付場所 大和高田市大中１００番地の１

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣）

７ 競争入札

参加資格の

確認通知

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。

（１）郵送日 平成２２年３月９日（火）

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付する。

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。

（１）閲覧等の期間 平成２２年３月５日（金）から平成２２年３月１２日（金）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。

（２）閲覧等の時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで

（３）閲覧等の場所 大和高田市大中１００番地の１

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣）



平成２２年４月１２日（月） 大 和 高 田 市 公 報 第２５５号

98

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。

（１）受付期間 平成２２年３月５日（金）から平成２２年３月１２日（金）

まで

（２）受付時間 午前８時３０分から午後４時まで

（３）送信先 大和高田市役所 環境建設部 契約監理室

ＦＡＸ ０７４５－５２－９１６０

（４）回答期限 平成２２年３月１２日（金）午後５時まで

回答は、質問者に対してのみ行います。

１０ 入札書

の提出方

法

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。

（１）期限 平成２２年３月１７日（水）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。

（２）郵送先 〒６３５－８７９９

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。

１１ 入札書

への記載

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。

１２ 入札保

証金

免除します。

１３ 開札の

日時等

入札書の開札は、次のとおり行います。

（１）日時 平成２２年３月１８日（木）午前１０時３０分から

（２）場所 大和高田市役所 別棟（本庁舎南隣）２階会議室

（３）開札結果等の公表

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。

１４ 入札の

無効

無効の入札については、次のとおりとします。

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格のないもののした入札

１５ 落札者

の決定

落札者は、この公告に示した工事を履行できると大和高田市長が判断した入札者

であって、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者と

します。

１６ 契約保

証金

免除します。

１７ 最低制

限価格

￥１，６３０，０００円（消費税等抜き）

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。

公告第２８号

大和高田市自動車臨時運行許可に関する取扱規則（昭和５７年規則第２１号）第７条の規定により、

次の自動車臨時運行許可番号標を無効としたので公告します。
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平成２２年３月８日

大和高田市長 吉 田 誠 克

○ 臨時運行許可番号標番号

３３－６６

公告第２９号

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。

平成２２年３月１９日

大和高田市長 吉 田 誠 克

１ 工事名 藤枝藤森地内管渠工事（２４）

２ 工事場所 大和高田市藤森地内

３ 工事期間 契約締結の日から平成２２年８月３１日（火）まで

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり

５ 入札参加

資格要件

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されている者であるこ

と。

（２）大和高田市格付け等級がＢであること。

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。

（６）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。

６ 競争入札

参加資格の

申請

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。

（３）受付期間 平成２２年３月１９日（金）から平成２２年３月２４日（水）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

（４）受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで

（５）受付場所 大和高田市大中１００番地の１

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣）

７ 競争入札

参加資格の

確認通知

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。

（１）郵送日 平成２２年３月２４日（水）

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付する。

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。
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８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。

（１）閲覧等の期間 平成２２年３月１９日（金）から平成２２年３月２６日

（金）まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

（２）閲覧等の時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで

（３）閲覧等の場所 大和高田市大中１００番地の１

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣）

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。

（１）受付期間 平成２２年３月１９日（金）から平成２２年３月２６日（金）

まで

（２）受付時間 午前８時３０分から午後４時まで

（３）送信先 大和高田市役所 環境建設部 契約監理室

ＦＡＸ ０７４５－５２－９１６０

（４）回答期限 平成２２年３月２６日（金）午後５時まで

回答は、質問者に対してのみ行います。

１０ 入札書

の提出方

法

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。

（１）期限 平成２２年３月２９日（月）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。

（２）郵送先 〒６３５－８７９９

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。

１１ 入札書

への記載

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。

１２ 入札保

証金

免除します。

１３ 開札の

日時等

入札書の開札は、次のとおり行います。

（１）日時 平成２２年３月３０日（火）午前９時００分から

（２）場所 大和高田市役所 別棟（本庁舎南隣）２階会議室

（３）開札結果等の公表

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。

１４ 入札の

無効

無効の入札については、次のとおりとします。

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格のないもののした入札

１５ 落札者

の決定

落札者は、この公告に示した工事を履行できると大和高田市長が判断した入札者

であって、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者と

します。

１６ 契約保

証金

免除します。

１７ 最低制

限価格

￥２５，２９０，０００円（消費税等抜き）

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。
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（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。

公告第３０号

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。

平成２２年３月１９日

大和高田市長 吉 田 誠 克

１ 工事名 土庫共同浴場解体撤去工事

２ 工事場所 大和高田市日之出町地内

３ 工事期間 契約締結の日から平成２２年５月３１日（月）まで

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり

５ 入札参加

資格要件

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。

（１）平成２２年度大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録される者

であること。

（２）平成２１年度大和高田市格付け等級がＡ，Ｂ又はＣであること。

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。

（６）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。

６ 競争入札

参加資格の

申請

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。

（３）受付期間 平成２２年３月１９日（金）から平成２２年３月２６日（金）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

（４）受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで

（５）受付場所 大和高田市大中１００番地の１

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣）

７ 競争入札

参加資格の

確認通知

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。

（１）郵送日 平成２２年３月２６日（金）

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付する。

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。

（１）閲覧等の期間 平成２２年３月１９日（金）から平成２２年４月２日（金）
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まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

（２）閲覧等の時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで

（３）閲覧等の場所 大和高田市大中１００番地の１

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣）

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。

（１）受付期間 平成２２年３月１９日（金）から平成２２年４月２日（金）

まで

（２）受付時間 午前８時３０分から午後４時まで

（３）送信先 大和高田市役所 環境建設部 契約監理室

ＦＡＸ ０７４５－５２－９１６０

（４）回答期限 平成２２年４月２日（金）午後５時まで

回答は、質問者に対してのみ行います。

１０ 入札書

の提出方

法

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。

（１）期限 平成２２年４月６日（火）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。

（２）郵送先 〒６３５－８７９９

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。

１１ 入札書

への記載

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。

１２ 入札保

証金

免除します。

１３ 開札の

日時等

入札書の開札は、次のとおり行います。

（１）日時 平成２２年４月７日（水）午前１０時００分から

（２）場所 大和高田市役所 別棟（本庁舎南隣）２階会議室

（３）開札結果等の公表

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。

１４ 入札の

無効

無効の入札については、次のとおりとします。

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格のないもののした入札

１５ 落札者

の決定

落札者は、この公告に示した工事を履行できると大和高田市長が判断した入札者

であって、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者と

します。

１６ 契約保

証金

免除します。

１７ 最低制

限価格

￥１４，５６０，０００円（消費税等抜き）

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。
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公告第３１号

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。

平成２２年３月１９日

大和高田市長 吉 田 誠 克

１ 工事名 高田保育所解体撤去工事

２ 工事場所 大和高田市内本町地内

３ 工事期間 契約締結の日から平成２２年５月３１日（月）まで

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり

５ 入札参加

資格要件

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。

（１）平成２２年度大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録される者

であること。

（２）平成２１年度大和高田市格付け等級がＡ，Ｂ又はＣであること。

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。

（６）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。

６ 競争入札

参加資格の

申請

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。

（３）受付期間 平成２２年３月１９日（金）から平成２２年３月２６日（金）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

（４）受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで

（５）受付場所 大和高田市大中１００番地の１

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣）

７ 競争入札

参加資格の

確認通知

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。

（１）郵送日 平成２２年３月２６日（金）

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付する。

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。

（１）閲覧等の期間 平成２２年３月１９日（金）から平成２２年４月２日（金）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

（２）閲覧等の時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで

（３）閲覧等の場所 大和高田市大中１００番地の１
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大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣）

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。

（１）受付期間 平成２２年３月１９日（金）から平成２２年４月２日（金）

まで

（２）受付時間 午前８時３０分から午後４時まで

（３）送信先 大和高田市役所 環境建設部 契約監理室

ＦＡＸ ０７４５－５２－９１６０

（４）回答期限 平成２２年４月２日（金）午後５時まで

回答は、質問者に対してのみ行います。

１０ 入札書

の提出方

法

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。

（１）期限 平成２２年４月６日（火）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。

（２）郵送先 〒６３５－８７９９

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。

１１ 入札書

への記載

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。

１２ 入札保

証金

免除します。

１３ 開札の

日時等

入札書の開札は、次のとおり行います。

（１）日時 平成２２年４月７日（水）午前１０時２０分から

（２）場所 大和高田市役所 別棟（本庁舎南隣）２階会議室

（３）開札結果等の公表

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。

１４ 入札の

無効

無効の入札については、次のとおりとします。

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格のないもののした入札

１５ 落札者

の決定

落札者は、この公告に示した工事を履行できると大和高田市長が判断した入札者

であって、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者と

します。

１６ 契約保

証金

免除します。

１７ 最低制

限価格

￥５，９４０，０００円（消費税等抜き）

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。

公告第３２号

農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、農用地利用集
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積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。

なお、その関係書類を本市市民部産業振興課に備え置いて縦覧に供します。

平成２２年３月１９日

大和高田市長 吉 田 誠 克

公告第３３号

下記の業務について、条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令

第１６号）第１６７条の６及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき、

次のとおり公告します。

平成２２年３月１９日

大和高田市長 吉 田 誠 克

１．入札に付する事項

（１） 業 務 名 称 大和高田市立学校外国人指導助手派遣業務

（２） 業 務 内 容 別紙「仕様書」のとおり

（３） 業務発注部署 大和高田市教育委員会 学校教育課

２．参加資格要件

この競争入札に参加することができる者は、本件入札に係る仕様書の交付日、入札日において、

次に掲げる要件をすべて満たしているものとします。

（１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者

（２） 本市において「物品購入等競争入札参加資格（役務の提供業務代行）」登録業者であるこ

と。

（３） 大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく資格停止措置

を受けている期間中の者でないこと。

（４） 大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５年告示第２５

号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。

（５） 公立学校において本事業にかかる実績経験が３年以上あること。

３．仕様書その他提出書類の取得

平成２２年３月１９日より市のホームページで取得可能です。また、大和高田市教育委員会学

校教育課でもお渡しできます。（郵送不可）

４．仕様書等に関する質問及び回答

（１） 仕様書等に関する質問

①質 問 先 大和高田市 環境建設部 契約監理室

②質問期間 平成２２年３月１９日（金）から３月２９日（月）の午前８時３０分から午後

５時００分までの受信分のみ

③質問方法 ＦＡＸのみ （０７４５）５２－９１６０

（２） 質問に対する回答

①回 答 日 平成２２年３月３０日（火）

②回答方法 ＦＡＸにて質問者に回答します。

５．入札参加資格確認申請書提出について

（１） 受付方法 持参（ただし、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。）又は郵送（書留郵便に

限る。受領期限内必着）で行う。

（２） 提出場所 奈良県大和高田市大字大中１００番地の１

大和高田市庁舎(別棟) 契約監理室

（３） 提出期間 平成２２年３月１９日（金）から平成２２年３月２６日（金）の午後５時０

０分までとする。（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。）
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（４） 提出書類 入札参加資格審査申請書（別紙様式）により会社名及び上記２（５）に記す

３年以上の受託実績を記入の上、受託実績を証する契約書等（受託実績が複数

ある場合は、直近のもの２件）の書類を添えて入札参加申込みを行うこと。受

託実績については、他様式を用いていただいても結構です。

６．入札参加資格審査結果通知日

申請書提出日から２日以内に郵送により通知します。（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。）

７．入札を執行する場所及び日時等

（１） 入札執行場所 奈良県大和高田市大字大中１００番地の１

大和高田市庁舎 ３階東会議室

（２） 入 札 日 時 平成２２年４月２日（金）午前１１時００分

（３） 必 携 書 類 入札参加者は、一般競争入札参加資格決定通知書（又はその写し）を提

示しなければならない。

８．入札書の記載

入札金額は、業務１及び業務２の合計額を記載しなければならない。

９．送付等による入札の可否

郵送、電信その他持参以外のものは認めない。

１０．入札保証金及び契約保証金に関する事項

（１） 入札保証金 免除とする。

（２） 契約保証金 免除とする。

１１．無効入札に関する事項

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（１） 入札に参加する資格のない者のした入札

（２） 郵送等による入札

（３） 入札書に入札者の記名押印を欠く入札

（４） 入札書記載の金額、氏名、押印その他の入札要件の記載内容が確認できない入札

（５） 同一入札について入札者又はその代理人によりなされた２以上の入札のすべて

（６） 入札に関し談合等の不正行為をした入札

（７） 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札

（８） 入札書記載の金額を加除訂正した入札

１２．落札者の決定

（１） 落札者の決定は、本市の予定価格以内で最低の価格（入札書記載の金額）をもって入札し

た業者を落札者とします。

（２） 落札者となるべき価格の入札者が２人以上ある場合は、くじにより決定します。

（３） 全入札書の中で最低の価格が予定価格を超過した場合は、その場で直ちに１回に限り「再

度入札」を行い、予定価格以内で最低の価格をもって入札した業者を落札者とします。

１３．開札結果

落札者が決定後、大和高田市ホームページにて公表する。

１４．その他必要な事項

（１） 詳細は、仕様書による。

（２） 入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積もった契約金額(消費税等を含む額)の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記

載すること。(１円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。)落札者決定にあたっ

ては、入札書に記載された金額に当該金額の５％に相当する額〔消費税等〕を加算した金額

をもって落札価格とする。

（３） この公告に定めるもののほか、入札及び契約に関し必要な事項については、地方自治法（昭
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和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令及び大和高田市契約規則によるものとする。

（４） 入札において、事故が起きたときや不正な行為があると認めたときは、入札を中止し、又

は延期する場合がある。

１５．この入札公告に関する担当部署

大和高田市 環境建設部 契約監理室

住 所 奈良県大和高田市大字大中１００番地の１

ＴＥＬ ０７４５－２２－１１０１（内線 ６７０，６２７，６５２，６７３）

ＦＡＸ ０７４５－５２－９１６０

公告第３４号

下記の業務について、条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令

第１６号）第１６７条の６及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき、

次のとおり公告します。

平成２２年３月１９日

大和高田市長 吉 田 誠 克

１．入札に付する事項

（１） 業 務 名 称 平成２２年度全国学力・学習状況調査の調査採点集計業務

（２） 業 務 内 容 別紙「仕様書」のとおり

（３） 業務発注部署 大和高田市 教育委員会 学校教育課

２．参加資格要件

この競争入札に参加することができる者は、本件入札に係る仕様書の交付日、入札日において、

次に掲げる要件をすべて満たしているものとします。

（１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者

（２） 大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく資格停止措置

を受けている期間中の者でないこと。

（３） 大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５年告示第２５

号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。

（４） 国又は地方公共団体において、学力実態調査の実施に関する業務の受託実績を有すること。

３．仕様書その他提出書類の取得

平成２２年３月１９日より市のホームページで取得可能です。また、大和高田市教育委員会学校

教育課でもお渡しできます。（郵送不可）

４．仕様書等に関する質問及び回答

（１） 仕様書等に関する質問

①質 問 先 大和高田市 環境建設部 契約監理室

②質問期間 平成２２年３月１９日（金）から３月２９日（月）の午前８時３０分から午後

５時００分までの受信分のみ

③質問方法 ＦＡＸのみ （０７４５）５２－９１６０

（２） 質問に対する回答

①回 答 日 平成２２年３月３０日（火）

②回答方法 ＦＡＸにて質問者に回答します。

５．入札参加資格確認申請書提出について

（１） 受付方法 持参（ただし、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。）又は郵送（書留郵便に限

る。受領期限内必着）で行う。

（２） 提出場所 奈良県大和高田市大字大中１００番地の１

大和高田市庁舎(別棟) 契約監理室
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（３） 提出期間 平成２２年３月１９日（金）から平成２２年３月２６日（金）の午後５時０

０分までとする。（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。）

（４） 提出書類 入札参加資格審査申請書（別紙様式）により会社名及び受託実績を記入の上、

受託実績を証する契約書等（受託実績が複数ある場合は、直近のもの２件）の

書類を添えて入札参加申込みを行うこと。受託実績については、他様式を用い

ていただいても結構です。

６．入札参加資格審査結果通知日

申請書提出日から２日以内に郵送により通知します。（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。）

７．入札を執行する場所及び日時等

（１） 入札執行場所 奈良県大和高田市大字大中１００番地の１

大和高田市庁舎 別棟２階会議室

（２） 入 札 日 時 平成２２年４月２日（金）午前１０時００分

（３） 必 携 書 類 入札参加者は、一般競争入札参加資格決定通知書（又はその写し）を提

示しなければならない。

８．送付等による入札の可否

郵送、電信その他持参以外のものは認めない。

９．入札保証金及び契約保証金に関する事項

（１） 入札保証金 免除とする。

（２） 契約保証金 免除とする。

１０．無効入札に関する事項

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（１） 入札に参加する資格のない者のした入札

（２） 郵送等による入札

（３） 入札書に入札者の記名押印を欠く入札

（４） 入札書記載の金額、氏名、押印その他の入札要件の記載内容が確認できない入札

（５） 同一入札について入札者又はその代理人によりなされた２以上の入札のすべて

（６） 入札に関し談合等の不正行為をした入札

（７） 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札

（８） 入札書記載の金額を加除訂正した入札

１１．落札者の決定

（１） 落札者の決定は、本市の予定価格以内で最低の価格（入札書記載の金額）をもって入札し

た業者を落札者とします。

（２） 落札者となるべき価格の入札者が２人以上ある場合は、くじにより決定します。

（３） 全入札書の中で最低の価格が予定価格を超過した場合は、その場で直ちに１回に限り「再

度入札」を行い、予定価格以内で最低の価格をもって入札した業者を落札者とします。

１２．開札結果

落札者が決定後、大和高田市ホームページにて公表する。

１３．その他必要な事項

（１） 詳細は、仕様書による。

（２） 入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積もった契約金額(消費税等を含む額)の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記

載すること。(１円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。)落札者決定にあたっ

ては、入札書に記載された金額に当該金額の５％に相当する額〔消費税等〕を加算した金額

をもって落札価格とする。

（３） この公告に定めるもののほか、入札及び契約に関し必要な事項については、地方自治法（昭
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和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令及び大和高田市契約規則によるものとする。

（４） 入札において、事故が起きたときや不正な行為があると認めたときは、入札を中止し、又

は延期する場合がある。

１４．この入札公告に関する担当部署

大和高田市 環境建設部 契約監理室

住 所 奈良県大和高田市大字大中１００番地の１

ＴＥＬ ０７４５－２２－１１０１（内線 ６７０，６２７，６５２，６７３）

ＦＡＸ ０７４５－５２－９１６０

公告第３５号

平成２２年度春期急性灰白髄炎予防接種を下記のとおり行いますので、予防接種法施行令（昭和２

３年政令第１９７号）第５条の規定により公告します。

平成２２年３月１９日

大和高田市長 吉 田 誠 克

記

１．予防接種の種類 急性灰白髄炎予防接種

２．予防接種対象者の範囲 生後３月から７歳６月に至るまでの間にある者。ただし、生後１８か

月に達するまでの期間に２回受けることが望ましい。）

３．実施日時及び場所

実施月日 場所 校区 実施月日 場所 校区

４月９日 保健センター 浮孔校区 ５月１０日 保健センター 陵西校区

４月１２日 保健センター 片塩校区 ５月１１日 保健センター 磐園校区

４月１３日 保健センター
土庫・浮西校

区
５月１２日 保健センター 菅原校区

４月１４日 保健センター 高田校区
受付時間は、いずれも午後１時３０分から午後

２時３０分まで

※ 実施日時及び校区は厳守してください。

４．予防接種を受けることが適当でない者（予防接種不適当者）

（１） 明らかな発熱を呈している者

※ 接種会場で測定した体温が３７．５度を超えた者

（２） 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者

（３） 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシーを呈したことが明ら

かな者

（４） 妊娠していることが明らかな者

（５） その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある者（予防接種法施行規則（昭和２３年

厚生省令第３６号）から一部引用）

５．予防接種を受けるに際し注意を要する者（予防接種要注意者）

（１） 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患及び発育障害等の基礎疾患を有する者

（２） 予防接種で接種後２日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状

を呈したことがある者

（３） 接種しようとする接種液の成分に対して、アレルギーを呈するおそれのある者

（４） 過去にけいれんの既往のある者

（５） 過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者
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（６） 他の生ワクチン（麻しん、風しん、ＢＣＧ等）の接種を受けた後２７日以上経過していな

い者又は不活性ワクチン（ＤＰＴ、ＤＴ、日本脳炎等）の接種を受けた後６日以上経過していな

い者

６．注意事項

（１） 下痢のある場合は、延期しましょう。

（２） 大和高田市に住民登録又は外国人登録していない人は、受けられません。

（３） 当日接種会場で検温、医師による診察及び予診票の記入確認、保護者の方の承諾をしてい

ただきますのでご了承ください。

教育委員会告示第５号

大和高田市かたらい教室設置要綱の一部を改正する告示を次のように定める。

平成２２年３月８日

大和高田市教育委員会

委員長 松 村 宗 昭

大和高田市かたらい教室設置要綱の一部を改正する告示

大和高田市かたらい教室設置要綱（平成６年教育委員会告示第６号）の一部を次のように改正する。

第１条中「登校（園）」を「登校」に、「生徒、児童及び園児」を「生徒及び児童」に、「学校（園）」

を「学校」に改める。

第２条を次のように改める。

（名称）

第２条 教室の名称は、かたらい教室とする。

第４条の見出しを「（入室の対象者）」に改め、同条第１項中「対象者」を「入室の対象者」に、「大

和高田市立幼稚園、小学校及び中学校」を「大和高田市立小学校及び中学校」に改め、同条に次の１

項を加える。

２ 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要があると認めた場合は、入室を認めることができる。

第６条中「心理相談員及び指導員」を「心理相談員、指導員及び教育アドバイザー」に改める。

第７条及び第８条を次のように改める。

（入室の手続）

第７条 入室の手続は、生徒等が在籍している学校の校長が、経過報告書（別記様式）を教育長に提

出し、申し出るものとする。

２ 教育長は、前項の規定による申出を受け、教室で受け入れられると判断したときは、校長にその

旨を連絡する。

（退室の手続）

第８条 教育長は、入室している生徒等が、在籍校に登校できると判断したとき又は教室で対応がで

きなくなったと判断したときは、校長にその旨を連絡する。

第９条中（見出しを含む。）「（園）」を削る。

第１０条中「要綱」を「告示」に改める。

様式第１号を削る。

様式第２号中「指導経過報告書」を「経過報告書」に、「市立 園・小・中学校」を「市立 小・

中学校」に、「園児・児童・生徒」を「生徒等」に、「学校が登校拒否（不登校）と判断したときは、

いつ頃ですか。」を「学校不適応と判断した時期」に、「年生の」を「年生」に、「ごろ」を「頃」に、

「

教育委員会
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年

年度
４ ５ ６ ７ ９ 10 11 12 １ ２ ３

授業日数
年度

欠席日数

授業日数

年度

欠席日数

」を

「

年

年度
４ ５ ６ ７ ９ 10 11 12 １ ２ ３

授業日数

年度

欠席日数

」に、

「登校拒否（不登校）に陥ったとき」を「学校不適応」に、「登校拒否（不登校）に陥った後」を「学

校として」に改め、同様式を別記様式とする。

様式第３号及び様式第４号を削る。

附 則

この告示は、平成２２年４月１日から施行する。

教育委員会告示第６号

大和高田市教育委員会３月臨時委員会を下記のとおり招集する。

平成２２年３月１８日

大和高田市教育委員会

委員長 松 村 宗 昭

記

日 時 平成２２年３月２４日（水）午後３時３０分

場 所 市役所別棟 教育長室

議 案 第１号 教職員人事について

第２号 その他

教育委員会告示第７号

大和高田市教育委員会３月臨時委員会を次のとおり招集する。

平成２２年３月２４日

大和高田市教育委員会

委員長 松 村 宗 昭
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記

日 時 平成２２年３月２５日（木）午後４時３０分

場 所 大和高田市別棟 教育長室

議 案 第１号 行政職員人事について

第２号 その他

教育委員会規則第８号

大和高田市教育委員会臨時職員の任用等に関する要綱の一部を改正する告示を次のように定める。

平成２２年３月２４日

大和高田市教育委員会

委員長 松 村 宗 昭

大和高田市教育委員会臨時職員の任用等に関する要綱の一部を改正する告示

大和高田市教育委員会臨時職員の任用等に関する要綱（平成１６年教育員会告示第５号）の一部を

次のように改正する。

第１条中「要綱」を「告示」に改める。

第２条中「要綱」を「告示」に、「教委臨時職員」を「「教委臨時職員」」に改める。

第９条中「要綱」を「告示」に改める。

別表中

「

幼稚園講師 161,096 円 7,200 円 － を

」

「

幼稚園講師 161,096 円 7,840 円 － に改める。

」

附 則

この告示は、平成２２年４月１日から施行する。

教育委員会告示第９号

大和高田市会計規則第１７条の３第１項の規定により、歳入の徴収を委託しましたので告示します。

平成２２年４月１日

大和高田市教育委員会

委員長 松 村 宗 昭

１ 受託者の住所及び氏名

橿原市醍醐町２９６番地の１

アスカ美装株式会社

代表取締役 森脇信之

２ 委託した事務の範囲

大和高田市文化会館における以下の料金徴収事務

（１） 大和高田市文化会館施設使用料

（２） 大和高田市文化会館附属設備使用料

（３） 大和高田市文化会館入場料

（４） 複写機使用料

（５） 大和高田市文化会館友の会年会費

３ 委託した期間

平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで
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選挙管理委員会告示第６号

平成２２年３月２日現在の大和高田市の議会の議員及び長の選挙権を有する者の総数の３分の１、

６分の１及び５０分の１の数は、次のとおりである。

平成２２年３月２日

大和高田市選挙管理委員会

委員長 西 清 一

３分の１の数 １９，２３５人

６分の１の数 ９，６１８人

５０分の１の数 １，１５５人

選挙管理委員会告示第７号

大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。

平成２２年３月２４日

大和高田市選挙管理委員会

委員長 西 清 一

１ 日 時 平成２２年３月３１日（水）午前９時００分

２ 場 所 大和高田市大字大中１００番地の１

大和高田市役所 ３階 東会議室

３ 議 案 第１号 平成２２年３月３１日確定期日における大和高田市農業委員会委員選挙人

名簿について

第２号 在外選挙人名簿について

第３号 その他

選挙管理委員会告示第８号

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第１４条第５項の規定による選挙権を有す

る者の２分の１の数は、次のとおりである。

平成２２年３月３１日

大和高田市選挙管理委員会

委員長 西 清 一

２分の１の数 １，５２３人

農業委員会告示第４号

大和高田市農業委員会４月定例委員会を次のとおり招集する。

平成２２年３月２６日

大和高田市農業委員会

会長 水 井 豊

日 時 平成２２年４月９日（金）午後３時００分

場 所 大和高田市役所 ３階 東会議室

議 案 第１号 農地法第３条第１項について申請の件（委員会許可）

第２号 農地法第３条第１項について申請の件（知事許可）

選挙管理委員会

農業委員会
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第３号 農地法第５条規定による申請の件

第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画に

ついて

第５号 その他

水道事業告示第２号

大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者規程（平成１０年企業管理規程第２号）第５条の規定

により、次の者を大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者に指定したので、同規程第１０条第１

号の規定により告示する。

平成２２年４月１日

大和高田市水道事業管理者

大和高田市長 吉 田 誠 克

業者名 代表者名 所在地

北川燃料住専店 北川義人 奈良県御所市大字小林４１番地

山田設備 山田浩司 奈良県生駒郡平群町西宮２丁目３番２７号

公営企業


